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判決文における「条理」の意味
－法認識の客観性に関する一試論－�

本 多 康 作
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�		　本稿は、拙稿「法認識の客観性－戦後法解釈論争と法認識－」神戸法学雑誌57巻
2号（2007）、で扱った条理法のみを取りあげて研究しようとするモノグラフである。
従って、法認識の立場に関しては、上記拙稿を参照されたい。ちなみに、本稿と上
記拙稿との関係は、次のようにも言える。本稿は、判決文における「条理」の意味
を、条理法の生成という局面から捉えることで、法認識の客観性とは何かという問
題に接近しようとする試みであると。
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はじめに

　明治八年太政官布告第一〇三号裁判官事務心得第三条は、次のように規定
している。「民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ拠リ慣習ナキモノハ
條理ヲ推考シテ裁判スヘシ2」と。従って、わが国の私法法源（あるいは民
事裁判の基準）を論じた述作においては、制定法・慣習法・判例法等を法源
として掲げた後、最後に条理を掲げるのが常道である3。
　では、私法法源（あるいは民事裁判の基準）としての条理とは、制定法や
慣習法や判例法とどのような関係にあるのだろうか。それらとどこが同じで
どこが異なっているのだろうか。そもそも裁判基準としての条理とは、一体
どのようなものなのか。条理は民事裁判においてのみ用いられる基準なのだ
ろうか。
　例えば、平井宜雄は次のように述べている。「実際にも、条理を直接の根
拠として判決を下した例はまず見当たらない4」と。また、田中成明は、ま
ず条理について、「社会生活において相当多数の人々が承認している道理・
すじみちのこと」と述べたうえで、次のようにいう。「実際上、条理だけに
準拠した裁判は余りなく、権利濫用・公序良俗・信義誠実・正当事由などの
一般条項、社会通念、社会的相当性などの概念の具体的内容を確定する規準
として重要な役割を果たしていることが多い5」と。
　しかし、本稿で検討するように、実際には「条理」という語が判決文に登
場する数は相当数あり、そのなかで「条理」を根拠として判決を下している
ものも相当数あると考えられる。

2　内閣官房局編『法令全書　明治八年』（博聞社、�889）。
3	　野田良之「明治八年太政官布告第百三号第三条の『条理』についての雑感」法学
協会百周年記念論文集第一巻245頁（�983）。
4	　平井宜雄「条理」『世界大百科事典』（日立デジタル平凡社、プロフェッショナル版、
�998）。　
5	　田中成明「条理」伊藤正巳ほか編集代表『現代法律百科大事典　4』424頁（ぎょ
うせい、2000）。
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　問題は、次の点にある。すなわち、裁判において、「条理」が実
、 、 、 、 、 、

際にどのよ
う
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

に用いられているのかということが明らかになっていないということであ
る。では、どのようにすれば、裁判において、「条理」が実際に用いられて
いる有様を捉えることができるのだろうか。方法は、2つあると思われる。
　�つ目は、「条理」という語が登場する特定の判決文を深く分析するとい
う方法であり、2つ目は、「条理」による裁判を全て取りあげて調査をする
という方法、いわゆる全数調査である。本稿では、基本的に6、2つ目の方法
を用い、部分的に、�つ目の方法を組み合わせることで、分析を進めていく。
では、2つ目の方法に基づいた大量のデータをどのように扱えばよいのだろ
うか。その扱い方としては、次のような手法を用いたい。
　判決文に登場する「条理」について、用語法の観点から分析を試み、更に
判決内容の観点から分類するという手法である。用語法の分析とは次のよう
な操作である。すなわち、それは、判決文言、例えば助詞、に着目して行な
う分析のことである。判決内容の観点からの分類とは次のような操作であ
る。すなわち、それは、判決内容、例えば国際裁判管轄に関する事件、に着
目して行なう分類のことである。こうした2つの観点を組み合わせて分析と
分類を試みるという手法である。
　そして、以上のような分析と分類の手法から得られた結果を、次の2つの
視点から更に分析を深めていくことにする。�つ目が、規範的合意という視
点であり、2つ目が、法理念・法原則・条理法という視点である。従って、
用語法の分析と判決内容の分類という2つの観点からの分析・分類結果に対
して、更に、規範的合意と法理念・法原則・条理法という2つの視点を採用
することによって、判決文に表われる「条理」の意味を明らかにすることが
本稿の課題である。
　ところで、条理の意味を明らかにしようとした研究としては、例えば、以

6	　本稿では、全数調査をしたわけではなく、後述する裁判例の数を取りあげただけ
である。従って、基本的に、とした。
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下のものがある。野田良之7は、明治八年太政官布告第百三号第三条の制定
過程を明らかにすることにより、条理の意味の探求を開始している。川崎武
夫8や森部英夫9は、条理にもとづく裁判を用いて、川崎は条理による裁判の
要件の特定を、森部は条理の内容の特定を試みている。深谷格�0は、明治前
期の地方裁判所で、フランス法を参照して判決を下している例を実証的に研
究することで、条理裁判とは何か、条理として具体的にいかなる規範が採用
されたのかを検証している。
　しかし、これらの研究には、次の問題がある。すなわち、歴史的研究に
よって制定当時の条理の意義を探求することは条理を理解するうえで重要
ではあるが、しかし、それでは、判決文に登場する「条理」が実際にどの
ように用いられているのかを理解することにはならず、それゆえ裁判基準と
しての条理の内実は不透明なままである。また、特定の裁判例を深く分析・
検討することによって条理にもとづく裁判における条理の内容を明らかに
することも条理を理解するうえで欠かすことができないけれども、しかし、
そ
、 、 、 、 、 、

れだけでは、裁判官達が「条理」を実際にどのように用いているのかとい
う問題を一般化して考えることは不可能となる。従って、本研究は、基本的
にその分類・分析手法の点で、以上の研究とは異なっている。そこで、本稿
で採用する方法を用いることよって、判決文に表われる「条理」の意味を明
らかにしていきたい。
　以上の分析を試みるに当って、本稿では、「TKC法律情報データベー
ス��」を利用している。以下の分析は、「TKC法律情報データベース」の

7　野田・前掲注（3）。
8　川崎武夫「条理にもとづく裁判」法政論叢�0号（�959）。　
9	　森部英夫「社会教育判例における『条理』」群馬大学教育学部紀要、人文・社会科
学編53巻（2004）。
�0	　深谷格「明治前期の広島地方裁判所における条理裁判とフランス民法」西南学院
大学法学論集第37巻第�号（2004）。

��	　ちなみに、このデータベースは、「明治８年の大審院判例から今日までに公表さ
れた判例を網羅的に収録したフルテキスト型	（判例全文情報）	データベース」であ
り、「民事法、民事特別法、公法、社会経済法、刑事法のすべての法律分野を収録」
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「判例総合検索」において、検索条件を次のように指定して得られた348件
の判例をもとにしている�2。検索条件は、検索対象を「書誌（判決概要等）」
に、検索キーワードを「条理」とした�3。従って、「判決年月日」や「裁判
所名」などの指定はしていない。ちなみに、検索対象を「全文」まで含んで
検索してみると、3563件の判例が得られる。

第1章　分析・分類方針とその結果
　本稿では、すでに述べたように、判決文に表われる「条理」を用語法と判
決内容の2つの観点から分析・分類するという手法を採用している。そこで、
以下、どのような手順で分析・分類したかを述べ、その結果を確認しておき
たい。

1.1　用語法による分析とその結果
　分析・分類の対象となっている裁判例は、上述したように、348件であ

している。詳しくは、次を参照。http://www.tkclex.ne.jp/
�2	　本稿での分析対象である348件の裁判例は、2007.4.�8の時点において、上記デー
タベースを用いて、上記検索条件によって得られたものである。検索対象を「全
文」まで含んだ場合の、3563件という裁判例の数も、2007.4.�8の時点のものである。
そして、分析・分類の対象となっている348件の裁判例は、添付資料（判例番号対
応表）として本稿の末尾にあげておいた。添付資料（判例番号対応表）における事
件名は、上記データベースに記載の事件名であり、上記データベースで特に著名事
件名も記載されていた場合には、例えば、（ニフティサーブ事件控訴審判決）のよ
うに、丸括弧を用いてそれも記した。そこで、本稿において、裁判例を引用する場
合、添付資料に記載の判例番号を用いることにする。本稿における脚注では、例え
ば、判例番号１は、＜１＞と記すこととする。更に、本文末にあげた表における判
例番号も、添付資料の判例番号に対応している。
�3	　但し、検索条件に関しては次のことに注意をする必要がある。例えば、マレーシ
ア航空事件の第一審判決は、「書誌（判決概要等）」検索ではヒットせず、すなわ
ち検索条件に該当するデータには現れず、「全文」検索をした場合にのみヒットす
る。ということは、マレーシア航空事件のように、「条理」に関する重要な判例で
も（理由は後述する）、「書誌（判決概要等）」検索ではヒットしないことがあると
いうことである。よって、「全文」検索をもとにした全数調査は今後の課題である。
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る�4。そして、判決文の「理由」中に登場する「条理」という語句の数は、
675個である�5。では、それらを用語法によって分析するとは、具体的には
どのように分析していくことなのか。実際に行った分析の手順を振り返って
おきたい。
　まず、判決文のなかで、「条理」という用語が登場する文章に着目し、そ
の文章を抜き出したうえで、「条理」の動詞句を特定した。例えば、「条理に
従って決定する」、「条理上当然である」などがそれである。次に、それを、
「条理」の次の語句、例えば、うえで取りあげた例でいうと、「に」、「上」な
どに着目し、分節化した（以下、上位分類という）。そして更に、後続する
部分、例えば、うえで取りあげた例でいうと、「従って決定する」、「当然で
ある」などの部分を、「従って」、「当然」のように分節化した（以下、下位
分類という）。
　以上の作業を新しい裁判例から古い裁判例へという順番で行った。従っ
て、一番新しい裁判例を判例番号�、最初に登場する「条理」を枝番号１、
そして、一番古い裁判例を判例番号348、最後に登場する「条理」を枝番号
675とした。

�4	　但し、取りあげた348判例の「理由」中の全てのなかに、「条理」という語が登場
しているわけではない。なぜなら、「書誌（判決概要等）」情報中にのみ「条理」が
登場し、「全文」中に「条理」が登場していない判例もあるからである。例えば、
＜６＞のように、「書誌（判決概要等）」中の「評釈所在情報」中に、「条理」が記
載されているものもヒットしている。更には、「書誌（判決概要等）」中にも「全
文」中にも、「条理」が登場していないと思われる判例もヒットしている。例えば、
＜５３＞や＜１８９＞などがそれであるが、その理由は不明である。しかし、本稿
における、上記データベースを利用した分析は、一定量のデータが確保されれば、
一定の目的は達成されると考える。ちなみに、上記のような理由で、分析の対象と
ならなかった裁判例の数は、�5件である。
�5	　但し、「理由」中に登場する「条理」という語句を全て取りあげたわけではない。
本稿で取りあげた「条理」という語句の数である675は、本稿の目的との関係から、
裁判官が用いた「条理」のみを取りあげた数である。すなわち、当事者の主張とし
て用いられた「条理」を、裁判官が引用・要約している場合には、分析の対象とし
ては取りあげていないということである。
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それらを入力した表の一部が本文末にあげた表�である（以下、表に関して
は、本文末を参照されたい）。表�は、本稿で分析・分類をしていく作業全
体のなかでは、途中の段階にあるものであるが、参考のためにあげておく。
　表�を基礎にして、まず、上位分類、例えば「に」や「上」、に着目して
整理したものが表2である。表2に書き込まれている数字は、判決文に登場
する「条理」という語句の数である675を母数として、それぞれの数を集計
したものである。
　そして、表2をもとに、上位分類を4つのグループにわけた。4つのグルー
プとは、多数グループ、中間グループ、少数グループ、そして並列グループ
のことであり、以下で示すように、基本的には�6点数、すなわち「条理」と
いう語句の数、を基準としてわけたものである。そこで以下では、各グルー
プの用語と点数の結果を確認しておく。

1.1.1　多数グループ
　「に」（287）と「上」（244）を多数グループ（53� ／ 675）とした。多数グ
ループの下位分類を行うために、「に」（287）を「に」系と呼び、「上」（244）
を「上」系と呼ぶことにする。そして、「に」系と「上」系の下位分類とし
ては、以下のような分類を試みた。ちなみに、下位分類においても、表2か
らわかるように、例えば、「よって」系などと表記した。とりあえず、一定
のかたまりをつくり、後述する分析のための便宜とするためである。
　「に」系（287）の下位分類とは、「よって」系（63）、「かなう」系（67）、
「基づく」系（4�）、「反する」系（37）、「従って」系（44）、「照らし」系
（�6）、「もとる」系（6）の7つの系と「その他」（�3）である。
　「上」系（244）の下位分類とは、「の義務」系（9�）、「当然」系（44）、
「、」系（34）、「許容」系（�3）の4つの系と「その他」（62）である。

�6	　並列グループだけは、点数を基準に分類したグループではない。本稿の分析視点
との関係で、例えば、「等」、「又は」など、上位分類のなかで、並列の機能をもっ
た用語に特別に着目したからである。その理由は後述する。
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1.1.2　中間グループ
　「と・として」（26）、「を」（20）、「の」（20）、「で」（�0）、「が」（8）、を中間グ
ループ（84 ／ 675）とした。そして、多数グループと同様に、下位分類を行
うために、上位分類のそれぞれを、例えば、「と・として」系、「を」系など
と呼ぶこととし、以下のような下位分類を試みた。
　「と・として」系（26）の下位分類は、「是認」系（6）、「の」系（4）、「と」
系（6）の3つの系と「その他」（�0）である。
　「を」系（20）の下位分類は、「根拠」系（4）、「尽くす」系（5）、「適用」
系（2）の3つの系と「その他」（9）である。
　「の」系（20）の下位分類は、「観点」系（4）、「内容」系（5）、「名によって」
系（4）、「存在」系（2）、「現れ」系（2）の5つの系と「その他」（3）である。
　「で」系（�0）の下位分類は、「ある」系（9）と「その他」（「なければなら
ない」）（�）である。
　「が」系（8）の下位分類は、「ある」系（3）、「適用」系（2）、「存在」系（2）
の3つの系と「その他」（「導き出される」）（�）である。

1.1.3　少数グループ
　点数が5点以下のものを集めて小数グループ（�5 ／ 675）とした。すな
わち、少数グループとは、「は」（4）、「から」（3）、「ナルモノハ」（2）、「換言
すれば」（�）、「そのものから」（�）、「内容」（�）、「ナキモノ」（�）、「ナリ」（�）、
「より」（�）のことである。但し、点数が5点以下のものであっても、「又は」
（5）、「ないし」（4）、「及び」（3）、「、」（2）、「も」（2）、「や」（�）、「と」（�）は、
並列グループのなかに含めた�7。なぜなら、これらは、「等」と同様に、並
列を表していると考えられるからである。
　少数グループに関しては、当然ではあるが、下位分類を試みていない。な

�7	　表2において、点数が5点以下のなかに、「と」（�）がないのに、なぜ、ここに、
「と」（�）が入っているかについては、後に参照する、表9中にある＜�97＞判例中
の「と」に限っては、並列の「と」として数えたからである。



神戸法学年報　第23号（2007）

76

ぜなら、少数グループは少数であるがゆえに、多数グループや中間グループ
とは異なり、量的な処理をすることによって、用語法の傾向を把握し、「条
理」の意味を分析するという手法がとれないからである。それゆえ、少数グ
ループに関しては、そもそもなぜこれらの語形が用いられることが少ないの
かという質的な検討をするために用いたい。

1.1.4　並列グループ
　「等」（28）、「又は」（5）、「ないし」（4）、「及び」（3）、「、」（2）、「も」（2）、「や」
（�）、「と」（�）を並列グループ（46 ／ 675）とした。並列グループは、点数
を基準としたグループではなく、条理と並列する用語は何かという点に着目
したグループである。従って、他のグループは量に着目して区分したが、並
列グループは機能に着目して区分したといえる。そのように区分した理由
は、本稿で用いる分析視点と関係している。要するに、後述することであ
るが、本稿の分析視点の�つである規範的合意の成立の範

、 、

囲を検討する場合
に、並列グループを点検することが有効であると考えたからである。それに
対して、他のグループは、本稿の分析視点の�つである規範的合意の成立の
程
、 、

度を検討する場合に有効であると考えられる。以上の理由から、並列グ
ループのみ機能の点に着目して扱うことにした。

1.2　判決内容による分類とその結果
　判決内容による分類とは、裁判官が、「条理」を用いて、どのような種類
の法的な問題を判断しているのかという点に着目して行う分類である。従っ
て、本稿における判決内容の分類は、訴訟物に着目した分類でも、法分野に
着目した分類でもない。それらの分類指標を採用しなかった理由は、本稿の
目的が、「条理」という用語を用いて判決を下している、裁判例における「条
理」の意味を明らかにすることにあり、そうであるならば、そもそも明文の
訴訟法に載らない事態を扱っているのであるから、その事態の特徴がなるべ
く表われる分類指標を採用したかったからである。但し、以下の分類指標
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が、その目的に対して、最も有効なものであるかは、今後も引き続き検討し
たい。
　本稿で用いた分類指標は、例えば、次のようなものである。国際裁判管
轄、準拠法の決定、民事上の作為義務、民事上の注意義務、行政上の作為義
務、行政上の注意義務、刑事上の注意義務、契約の解釈、税法上の義務違
反、地位確認、時効、戦後補償、養子縁組、建築許可申請、名誉毀損、争議
行為、戦中の土地収用、葬式費用などが、それである。
　以上の分類指標を用いて、判決内容による分類を行ったのは、多数グルー
プに対してである。中間グループと少数グループに対して判決内容の分類を
行っていない理由は、量的な処理をする必要がないからである。すなわち、
判決内容の分類とは、判決文に表われる「条理」の意味を、用語法の分析に
よって一定の手掛かり、あるいは傾向を掴んだうえで、いったん用語法によ
る分析から離れて、判決内容に着目することで、より効率的に「条理」の意
味分析を進めるための手法の１つといえるからである。そこで、以下では、
判決内容の分類によって、特に顕著な傾向が現われたと考えられる「に」系
と「上」系の結果を示しておきたい。残りの判決内容の分類結果は、すな
わち、多数グループの下位分類に対する判決内容の分類結果は、第2章以下
で、必要に応じて触れることにする。表3と表4は、「に」系を判決内容に
よって分類したもの（表3）と、「上」系を判決内容によって分類したもの
（表4）、の一部である。
　表3と表4をもとに、「に」系と「上」系で、どのような判決内容が多いか
に着目してそれぞれを集めてみると、以下のような結果となった。
　「に」系（287）の裁判例では、国際裁判管轄に関する判例（94）と準拠法
の決定に関する判例（66）とが特に多いという傾向がでた。
　「上」系（244）の裁判例では、民事上ないし行政上の注意義務と作為義務
に関する判例�8（��6）と、刑事上の注意義務と作為義務に関する判例（27）

�8	　民事上の注意義務、民事上の作為義務、行政上の注意義務、そして行政上の作為
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が特に多いという傾向がでた。表5と表6として、判決内容ごとに集めた表
の一部をあげておく。
　それでは、以上の用語法の分析と判決内容の分類結果において現われてい
る傾向は、一体、何を意味しているのか。以下では、以上の分析・分類結果
に対する更なる分析を行いたい。以上の分析・分類結果を組み合わせて更に
分析することで、判決文における「条理」の意味が明らかとなり、それと同
時に、なぜこれまでの研究ではその意味が不透明なものに止まらざるを得な
かったのかも明らかになると思われる。

第2章　多数グループの分析・分類結果に対する更なる分析
　判決文に表われる「条理」の意味を解明するために、第�章では、日常言
語学派の方法を用いることで、「条理」の用語法と判決内容との間に、一定
の傾向がありそうだという結論を得た。それでは、以上の分析・分類結果に
対して、どのような視点から更なる分析を試みることができるだろうか。本
稿では、更なる分析視点として、次の２つの視点を採用したい。１つは、規
範的合意という視点であり、もう�つは、法理念・法原則・条理法という視
点である�9。
　規範的合意とは、社会的世界における規範的な事柄に関しても批判可能性
があり、それゆえに規範的な事柄に関しても合意が可能であるというハー
バーマスの提唱するコミュニケーション的行為の理論の中心的な概念であ
る。そこで本稿では、ハーバーマスのいう規範的合意の概念を利用し、規範
的合意には一定の程度と範囲とが存在するという想定のもとに、以上の分
析・分類結果に対して更なる分析を試みていきたい。要するに、多数グルー
プと中間グループの分析・分類結果に対しては、規範的合意の成立の程

、 、

度と

義務を、ひ
、 、 、 、 、 、 、 、
とつのかたまりとして集計することが適切か否かについては必ずしも明

らかではない。
�9	　ちなみに、以上の2つの視点に関しては、次の文献を参照されたい。本多康作・
前掲注（�）。
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いう視点から分析を試みることとし、並列グループに対しては、規範的合意
の成立の範

、 、

囲という視点から分析を試みるということである。
　法理念・法原則・条理法という区分は、判決文に表われる「条理」の意味
を考えるうえで、手掛かりになると思われる区分である。この区分は、以下
で取りあげるマレーシア航空事件判決を分析していくなかで、判決文中の文
言とその論理展開に着目して取り出した区分である20。この区分が他の判決
文を分析する際にも有効な区分たり得るのかという問題に対して、筆者は、
上記区分は他の判決文に対しても有効な区分であると考える2�。従って、こ
の区分を２つ目の分析視点として採用したい。法理念とは何か、法原則とは
何か、そして条理法とは何か、という問題に関しては、以下、判決文を具体
的に検討していくなかで確認していくことにする。

2.1　多数グループを点検することにより見えてくること
　多数グループ（53� ／ 675）とは、「に」系（287）と「上」系（244）のこ
とであった。では、多数グループを点検することにより何が見えてくるのだ
ろうか。まず、「に」系と判決内容による分類との関係から検討していく。

2.1.1　「に」系と判決内容の分類との関係
　「に」系（287）の裁判例では、国際裁判管轄に関する判例（94）と準拠法
の決定に関する判例（66）とが特に多いという傾向がでた。この2つの判決
内容が、「に」系に特に多いということは、多数グループのもう�つの系統

20	　法理念・法原則・条理法という区分は、そもそも、一円一億のいう条理と条理法
という区分を用いて、マレーシア航空事件判決を分析していくなかで見いだされ
た区分である。詳しくは、次の文献を参照されたい。本多康作・前掲注（�）。した
がって、本稿では、一円のいう条理と条理法という区分から議論をはじめることは
せず、直接、上記３区分を採用することにした。
2�	　筆者がそのように考える理由については、詳しくは、次の文献を参照されたい。
本多康作・前掲注（�）。なお、ここで簡単にその理由を述べておくと、筆者は、基
本的に一円一億のいう条理と条理法という概念が、判決文に表れる「条理」を分析
するための概念として有効なものであると考えているということである。
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である「上」系に、この2つの判決内容がどのくらい含まれているかを確認
すると歴然とした差異が認められる。「上」系（244）の裁判例のなかには、
国際裁判管轄に関する判例（6）が6件と準拠法の決定に関する判例（24）
が�8件ほど登場する。そのうち、「上」系のみに登場する「条理」の数22は、
言い換えれば、「に」系が用いられず「上」系のみに用いられる「条理」の
数は、国際裁判管轄に関する判例（3）が3件、準拠法の決定に関する判例
（8）が7件である。そして、その「上」系のみに登場する国際裁判管轄に関
する判例（3）の3件は、いずれも、以下で取りあげる、「に」系の国際裁判
管轄に関する判例において重要な位置を占めていると考えられるマレーシア
航空事件最高裁判決（昭和56年）が登場する以前における判例である。そ
れでは、以上の、「に」系と「上」系との差異は、一体、何を表しているの
だろうか。

2.1.1.1　�最高裁昭和56年10月16日第二小法廷判決23－マレーシア航空事件
判決－

　「に」系の裁判例において、重要な位置を占めている１つの裁判例として、
マレーシア航空事件判決がある。マレーシア航空事件判決は、「主に財産関
係事件の国際裁判管轄のリーディングケースとして、学説・判例に影響を与
えた重要な最高裁判決24」であり、本稿における用語法と判決内容による分
析・分類の結果からも、「上」系のみに登場する国際裁判管轄に関する判例
（3）の3件が、いずれも、本判決以前の判例であることからもその重要性が
窺われる。従って、以下では、本判決を取りあげ、「に」と「条理」の意味

22	　一応、確認しておくと、ここで用いている数という表現は、2つの意味で用いて
いる。すなわち、「条理」という語句の数（点数）と、「条理」を用いている裁判例
の数のことである。
23	　＜�76＞損害賠償請求上告事件、最高裁昭和56年�0月�6日第二小法廷判決。（最
高裁判所民事判例集第35巻第7号�224頁、判例時報�020号9頁、判例タイムズ452
号77頁。）
24	　多田望「判批」別冊ジュリスト�72号国際私法判例百選�62頁（2004）。
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との関係を検討したい。

＜事実の概要＞
　Aは、昭和52年�2月4日マレーシア連邦国内でY（マレーシア・
エア・ラインシステム）と締結した航空機による旅客運送契約に基
づきペナンからクアラ・ルンプールへ向け飛行するYの航空機に搭
乗していたが、同日右航空機が同国ジヨホールバル州タンジユクバ
ンに墜落したため死亡した。そこで、Aの妻子であるXらは、当該
航空機の墜落というYの航空運送契約上の債務不履行により右Aが
取得した約4000万円の損害賠償債権を相続したとして、Yに対して
その支払いを訴求した。
　第一審（名古屋地判昭和54・3・�5）は、国際裁判管轄権については、
わが国内法上規定がないから、条理にしたがい、その存否を決定す
るのが相当であるとし、本件運送契約の履行地、契約締結地及び飛
行機墜落事故発生地はすべてマレーシア連邦国内にあるので、右契
約又契約に起因する本件損害賠償に関する法律関係はすべてマレー
シア連邦国法によって定まるべきこと、更に、訴訟上証拠資料の収
集、Yの応訴上の便宜を総合考慮すると、裁判管轄権はマレーシア連
邦国の裁判所に属すると解すべきであるとし、特別の事情の認めら
れない限り（本件においてXらの居住地が日本国内にあり、又被告
の営業所が偶々日本国内にあることはこれに当らない）、わが国に裁
判権を認めることはできないとしてXらの訴えを却下した。
　控訴審（名古屋高判昭和54・��・�2）は、Yは外国会社であるが、
日本における代表者を定め、東京都港区に営業所を設けているもの
であるので、わが国法上、右営業所所在地をもってYの普通裁判籍
所在地、Xらの住所地をもって本訴請求にかかる義務履行地というべ
きことは明らかであり、そうであるならば、わが国に、本件につい
ての裁判権があることは条理上当然であるとして、原判決を取り消
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し、訴えを名古屋地裁に差し戻した。これに対してYが上告した。

＜判旨＞上告棄却
　「思うに、本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるもので
あり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一である
から、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が
進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。
しかしながら、その例外として、わが国の領土の一部である土地に
関する事件その他被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件
については、被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国
の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難い
ところである。そして、この例外的扱いの範囲については、この点
に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき
条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立してい
ない現状のもとにおいては、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を
期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、
わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所
（民訴法二条）、法人その他の団体の事務所又は営業所（同四条）、義
務履行地（同五条）、被告の財産所在地（同八条）、不法行為地（同
一五条）、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあ
るときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権
に服させるのが右条理に適うものというべきである。
　ところで、原審の適法に確定したところによれば、Yは、マレーシ
ア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有する会社
であるが、Bを日本における代表者と定め、東京都港区新橋三丁目三
番九号に営業所を有するというのであるから、たとえYが外国に本
店を有する外国法人であつても、Yをわが国の裁判権に服させるのが
相当である。」（破線、一重線、二重線、太字は筆者、以下同様）。
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　本件は、地裁が日本の国際裁判管轄を否定したのに対し、高裁と最高裁は
それを肯定した事例である。そして、地裁、高裁、最高裁ともに、条理の内
容を具体的に示し（各々の一重線がそれに該当）、それを根拠に判決を下し
ている。そして、「条理」を用いて判断せざるを得なかった理由は、判決理
由にもあるように、国際裁判管轄を規定する法規も、条約も、明確な国際法
上の原則も未だ存在していないからである。
　本判決は、「条理」の具体的な内容を、「わが民訴法の国内の土地管轄に関
する規定、たとえば、被告の居所（民訴法二条）、法人その他の団体の事務
所又は営業所（同四条）、義務履行地（同五条）、被告の財産所在地（同八条）、
不法行為地（同一五条）、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが
国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権
に服させる〔べきである－筆者〕」という表現で示している。そして、判決
文中の、破線部分と二重線部分とが、上記「条理」の内容とどのような関係
にあるのかという問題は、別にすでに論じているので25、ここで繰り返すこ
とはしないが、結論だけ示しておくと、最高裁は、破線部分を法原則とし
て、二重線部分を法理念として構成することで、下級審において示された2
つの「条理」の具体的な内容の競合を2つの法原則（原則と例外として判決
文では示されている部分）として整理し、それらを更に法理念に引照し、本
判決の「条理」の内容を導くことで、判決を下していると考えられる。
　従って、法理念・法原則・条理法という区分を用いると、「条理」の具体
的な内容として示されている部分は、条理法と呼ばれる部分であり、非常に
具体的な内容を持ったものであることがわかる。
　では、本判決文で「条理にしたがつて」と述べられている部分における、
「に」と「条理」の意味との関係はどのようになっているのだろうか。要す
るに、用語法と判決内容による分析・分類の結果、「に」系（287）の裁判例
のなかで最も多かったのが、国際裁判管轄に関する判例（94）であったので

25　本多康作・前掲注（�）。
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あるが、なぜ、国際裁判管轄の判例には「に」が多く用いられているのだろ
うか。「に」と条理の内容との間には、どのような関係があるのだろうか。
そこで登場するのが、規範的合意という考え方である。
　本判決で「条理」を用いて判断せざるを得なかった理由は、すでに確認し
たように、国際裁判管轄を規定する法規も、条約も、明確な国際法上の原則
も未だ存在していないからである。すなわち、国際裁判管轄が問題となる事
例においては、拠るべき明文の規定が存在していないのであり、そうである
がゆえに、規範的合意という考え方を用いて、「条理」の意味あるいは内容
を考察することが有効であると考えられる。要するに、「に」と規範的合意
との間には、何らかの関係があるのではないか。もっと言えば、「に」とい
う用語法と規範的合意の成立の程

、 、

度との間には、一定の関係があるのではな
いかということである。但し、「に」のみを考察の対象としたのでは、この
関係は見えてこない、あるいは見えにくいと思われる。この関係を考察す
るための手掛かりは、いくつかあると思われるが26、差し当たりここでは、
「に」と「上」との関係から、規範的合意の成立の程度について、一定の見
通しのみ立てておきたい。
　すでに確認したように、「上」のみを用いて、国際裁判管轄を論じた裁判
例の数は3件あるのだが、それらはいずれも、本判決以前のものであった。
このことから言えることは、「条理上」という表現よりも、「条理に」という
表現の方が、規範的合意の成立の程度が高いのではないかということであ
る。この見通しを確かめるには、「上」系と判決内容の分類との関係を確認
することが必要である。そこで以下では、「上」系と判決内容の分類との関
係を、実際に１つの裁判例を取りあげることにより、分析してみたい。但

26	　例えば、その手掛かりとしては以下のものが考えられる。「に」系の裁判例にお
いて、国際裁判管轄に関する判例に次いで多い、準拠法の決定に関する判例を取り
あげて検討することも、当然に、「に」と規範的合意の成立の程度を考えるうえで、
重要である。更に、両者の関係を、日本語における用例に着目し、助詞などの意味
や機能を解説した辞典などを手掛かりにして考察することも重要であると考える。
後者の方法による考察の結果は、後述する。
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し、その分析に入るまえに、「に」系の下位分類と判決内容の分類との関係
を確認しておきたいと思う。

2.1.1.2　「に」系の下位分類と判決内容の分類との関係
　「に」系の下位分類と判決内容の分類との間には、特に顕著な傾向は見出
せなかった。但し、以下のような関係があると思われるので、一応、確認し
ておく。
　「従って」系（44）は、国際裁判管轄に関する判例で多く用いられ、「よっ
て」系（63）は、準拠法の決定に関する判例で多く用いられている。「かな
う」系（67）は、「従って」系の後で用いられ、「基づく」系（4�）は、戦後
補償に関する判例で多く用いられている。「もとる」系（6）は、法原則との
関係（法原則については後述する）で多く用いられ、「反する」系（37）は、
それ以外、例えば実定法という表現と並列して用いられている。「照らし」
系（�6）には、何らの傾向も見出せない。
　なぜ、「に」系の下位分類と判決内容の分類との間には顕著な傾向が見出
せないのかということについては、本稿での分析が終わった段階で、一定の
見通しが立つはずである。

2.1.2　「上」系と判決内容の分類との関係
　「上」系（244）の裁判例に登場する「条理」という語句の数は、民事上
ないし行政上の注意義務と作為義務に関する判例（��6）と刑事上の注意義
務と作為義務に関する判例（27）であり、この2つに関して点数が特に多
いという傾向がでた。この2つの判決内容が、「上」系に特に多いというこ
とは、多数グループのもう�つの系統である「に」系に、この2つの判決内
容がどのくらい含まれているかを確認すると歴然とした差異が認められる。
「に」系（287）の裁判例のなかに登場する「条理」という語句の数は、民事
上ないし行政上の注意義務と作為義務に関する判例（30）、そして刑事上の
注意義務と作為義務に関する判例（6）となっている。ちなみに、そのうち、
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「に」系の裁判例のみに登場する「条理」という語句の数は、民事上ないし
行政上の注意義務と作為義務に関する判例（8）だけであり、刑事上の注意
義務と作為義務に関する判例はない（0）。

2.1.2.1　東京地裁平成9年5月26日判決27－ニフティサーブ事件判決－
　「上」系の裁判例の典型例は、民事上ないし行政上の注意義務と作為義務
に関する判例である。そしてここでは、民事上ないし行政上の注意義務と作
為義務に関する判例のなかでも、コンピューターネットワーク上での民事
上の作為義務に関する裁判例を取りあげたい。本判決を取りあげる理由は2
つある。�つ目の理由は、本判決は「電子会議室上で名誉毀損の発言を繰り
返した発言者と、商用オンラインサービス会社（プロバイダー）、シスオペ
〔システム・オペレーター－筆者〕に対して賠償責任を一部認めたわが国で
初めての判決28」であり、その後のネット上の作為義務29が問題となった一
連の判決の最初のものであるからであり、2つ目の理由は、本判決では、「条
理に」という文言と「条理上」という文言が、ともに用いられており、「に」
と「上」との関係を考えるうえで、格好の素材であると考えるからである。
　本判決の被告三者（Y�、Y2、Y3）は、以下で確認するように、それぞれ
が法的に異なった立場にあり、それゆえそれぞれについて法的に異なった論
点（使用者責任、不法行為、表現の自由と名誉毀損など）がある。但し、以
下では簡単に＜事実の概要＞を確認したうえで、裁判所が「条理」を用いて
判断した部分（「条理」の内容を示している部分）のみ、つまりY2の責任
に関する部分のみを＜判旨＞で取りあげたい。

27	　＜83＞損害賠償請求事件（ニフティサーブ事件第一審判決）、東京地裁平成9年5
月26日判決。（判例時報�6�0号22頁、判例タイムズ947号�25頁。）

28　手嶋豊「判批」判例時報�628号�92頁。
29	　但し、同じネット上と言っても、本判決で問題となったのは、コンピューター
ネットワーク上（パソコン通信上）の作為義務であり、インターネット上における
それではない。
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＜事実の概要＞
　Y�は、パソコン通信ニフティサーブの主宰者であり、Y2は、ニフ
ティサーブの現代思想フォーラム（以下本件フォーラム）のシステ
ム・オペレーター（以下シスオペ）を担当している者である。なお、
シスオペとは、Y�との間の契約に基づき、Y�から、ニフティサーブ
の運営・管理を委託されている者をいう。Xは、ニフティサーブの
会員であり、Cookieというハンドル名（ニフティサーブにおいて自
己を表示するための名称）で、本件フォーラムの特に「フェミニズ
ム会議室」に活発に書き込みを行っていた。Y3は、本件フォーラム
に入会し、「フェミニズム会議室」の過去の発言を読んでいるうちに
Xらの発言に反発を感じ、同会議室においてフェミニズムを揶揄す
る発言を書き込んだ。Xは、Y3の発言に不快の念を持っていた。Y3
が、「フェミニズム会議室」の定例リアルタイム会議に参加したとこ
ろ、Xは、スクランブル機能を用いて、事実上Y3を同会議室から排
除した。その後、Xは、本件フォーラムから撤退した。しかし、Y3は、
その後も、本件フォーラムにXが名誉毀損にあたると主張する発言
を繰り返し書き込んだ。それに対して、本件フォーラムのシスオペ
であるY2は、発言削除はできるだけ避け、公開の場で議論を積み重
ねることが重要であると考え、これに沿ったフォーラム運営をした。
Xは、Y3の発言（以下本件発言）によって名誉が毀損されたとして、
更にY2は本件発言を直ちに削除する等の作為義務があったのにこれ
を怠り、Xの名誉が毀損されるのを放置したとし、Y2とY3に対して
不法行為に基づき、Y�に対しては使用者責任又は債務不履行責任（安
全配慮義務違反）に基づき、損害賠償および謝罪広告掲載を求めた。
これに対して、Y3は、名誉毀損（Xのスクランブル機能による排除
が村八分にあたる）ならびにプライバシーの侵害を理由に、Xに対し
て損害賠償および謝罪広告掲載を求める反訴を提起した。
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＜判旨＞本訴一部認容・一部棄却、反訴棄却（以下、Y2の責任に関
する箇所のみ）
　（一）Xの主張は、Y2の不作為による不法行為をいうものである
ところ、「不作為による不法行為が成立するためには、その要件とし
て、１　結果回避のため必要な行為を行うべき法律上の作為義務を
負う者が、２　故意・過失により、右１で要求されている必要な行
為を行わず、３　その結果、損害が発生したことが必要とされると
いうべきである（最高裁昭和六〇年（オ）第三二二号同六二年一月
二二日第一小法廷判決・民集四一巻一号一七頁参照）。」そこで、Y2
に以上の作為義務があるかどうかを検討する。「フォーラムに他人
の名誉を毀損するような発言が書き込まれた場合、当該フォーラム
のシスオペにおいて積極的な作為をしなければ、右発言が向けられ
ている者に対し、何ら法的責任を負うことはないと解することは相
当でなく、シスオペが、右（一）にいう条理に照らし、一定の法律
上の作為義務を負うべき場面もあるというべきである。」そしてこの
点、「ニフティサーブにおいては、フォーラムの運営・管理は、基
本的にはシスオペの合理的な裁量に委ねられているものと解される
が、右裁量も、私法秩序に反しない限りにおいて認められることは
当然であるから、シスオペにつき、条理上の作為義務の存在を一切
否定する根拠となるものではない。」但し、「シスオペに対し、条理
に基づいて、その運営・管理するフォーラムに書き込まれる発言の
内容を常時監視し、積極的に右のような発言がないかを探知したり、
全ての発言の問題性を検討したりというような重い作為義務を負わ
せるのは、相当ではない。また、・・・発言削除等の措置は、会員の
フォーラムを点検する権限に重大な影響を与えるものであり、当該
フォーラムの個性を無視した対応をすれば、フォーラムの円滑な運
営・管理を害し、ひいては、会員に、十分にフォーラムを利用させ
ることができない状況に陥ってしまうこともあり得る。また、当該
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発言の内容によっては、名誉毀損にあたるか否かの判断が困難な場
合も少ないというべきであ」り、「以上のような事情を勘案すると、
少なくともシスオペにおいて、その運営・管理するフォーラムに、
他人の名誉を毀損する発言が書き込まれていることを具体的に知っ
たと認められる場合には、当該シスオペには、その地位と権限に照
らし、その者の名誉が不当に害されることがないよう必要な措置を
とるべき条理上の作為義務があったと解すべきである30。」

　本判決は、XのY2に対する主張を不作為による不法行為と理解したうえ
で、不作為による不法行為が成立する要件を、最高裁判例を引用して確認し
ている。その結果、問題は、「法律上の作為義務」があるかどうかとなり、
本判決は、その作為義務を「少なくともシスオペにおいて、その運営・管理
するフォーラムに、他人の名誉を毀損する発言が書き込まれていることを具
体的に知ったと認められる場合には、当該シスオペには、その地位と権限に
照らし、その者の名誉が不当に害されることがないよう必要な措置をとるべ
き条理上の作為義務」として認める。
　従って、本判決で、「条理上」は「法律上」と同義として扱われ、その具
体的内容が、以上の一重線で示した部分であると考えられる。そしてその一
重線部分は、“もしAであるならば、Bであるべし”という形式で表現可能な
仮言命題の形式をしている。要するに、法律要件と法律効果という法命題と
して条理の内容が具体的に表現されているのである。すなわち、「少なくと
もシスオペ・・・具体的に知ったと認められる場合には」までが法律要件で
あり、「当該シスオペには・・・必要な措置をとるべき」までが法律効果で
あると考えられる。
　しかし、本判決では、「条理に」という文言も用いられており、ここでの

30	　ちなみに、本判決では、以上のように条理上の作為義務違反に該当する作為の要
件を明らかにした後で、Y2がその条理上の作為義務に違反したかどうかの認定を
行い、Y2には作為義務違反が認められ、不法行為が成立するとした。



神戸法学年報　第23号（2007）

90

「条理」は、破線部分、すなわち最高裁判決の引用部分であると思われる。
だとすれば、「条理に」と「条理上」との関係はどうなっているのか。
　判決文によると、「条理に照らし、一定の法律上の作為義務を負うべき場
面」があり、その場面が、上記一重線部分の「条理上の作為義務」の部分で
ある。
　従って、本判決では、「条理」という文言で２つのもの、すなわち破線部
分と一重線部分が指し示されていると考えられる。では、「条理に」の「条
理」と「条理上」の「条理」とでは、どちらの「条理」が規範的合意の成立
の程度が高いと考えられるだろうか。本判決では、「条理に照らして」ある
いは「条理に基づいて」、一定の「条理上の作為義務」が導かれているので
あり、更に、引照されているものが最高裁判例であることからも、「条理に」
の方が、「条理上」よりも、規範的合意の成立の程度が高いと考えられる。
では、法理念・法原則・条理法という区分を用いると、この2つの「条理」
は、それらの区分にどのように対応するだろうか。この対応関係に答えるに
は、もう少し検討を進める必要がある。すなわち、それに解答するには、並
列グループを点検する必要がある。但し、並列グループの点検は、第３章で
行うことにする。以下では、まず、「上」系の下位分類と判決内容の分類と
の関係を確認しておく。

2.1.2.2　「上」系の下位分類と判決内容の分類との関係
　「上」系の下位分類と判決内容の分類との関係は、「に」系のそれよりは、
一定の関係がありそうである。すなわち、「の義務」系（9�）は、民事上な
いし行政上の注意義務と作為義務に関する判例（72）で、「当然」系（44）
は、刑事上の注意義務と作為義務に関する判例（�0）で多く用いられてい
る。但し、「、」系（34）、「許容」系（�3）には、判決内容の分類との関係は
見られなかった。それでは、「の義務」系と「当然」系に見られる判決内容
との関係は、一体、何を表しているのか。これらの関係の間にも、規範的合
意の成立の程度において相違があるのではないかと考えられる。但し、これ
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に答えるには、中間グループの分析をする必要がある。よって、3.1.5にお
いて、この問題への解答を試みたいと思う。

2.1.3　２つの可能性と暫定的解答
　「に」と「上」との間にある、判決内容における顕著な相違は何を表して
いるのか。すなわち、その相違はいかなる社会的事実に対応しているのか。
2つの可能性がある。�つ目は、最高裁判決の文言に下級審判決が従うとい
うことから生じる相違なのではないかという可能性であり、2つ目は、最高
裁と下級審とが独立に一定の規範的合意に従って判決を下していることから
生じる相違なのではないかという可能性である。但し、前者の場合には、次
のことに注意しなければならない。文言上、最高裁判決に下級審が従ってい
るとしても、認定している条理法の内容まで、最高裁判決に下級審が従って
いるかどうかを確認しなければならないということである。
　そこで、本稿では、以上の2つの可能性を検討するために、4つの裁判例
を取りあげて考察することで、暫定的な解答を試みておきたい。

2.1.3.1　マレーシア航空事件判決以後の２つの判例

東京高裁平成�8年4月�3日判決3�（国際裁判管轄に関する判例）

＜判旨＞
　「婚姻無効確認及び親子関係不存在確認の各請求訴訟においても、
被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき
重要な要素であり、被告が我が国に住所を有する場合に我が国の管
轄が認められることは当然というべきであるが、被告が我が国に住

3�	　＜�＞婚姻取消、婚姻無効確認等反訴請求控訴事件、東京高裁平成�8年4月�3日
判決。
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所を有しない場合であっても、我が国と法的関連を有する事件につ
いて我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあることは否定し得
ず、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、当
事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定す
るのが相当である（最高裁平成八年六月二四日第二小法廷判決・民
集五〇巻七号一四五一頁参照）。そして、婚姻無効確認等の請求訴訟
が我が国の裁判所に反訴として提起された場合には、その請求が本
訴と密接な関係を有する限り、反訴被告が応訴を余儀なくされるこ
とによる不利益があるとは認められないし、本訴と反訴とを併合審
理することにより審理の重複や判断の矛盾を避け身分関係に関する
紛争の画一的・一回的解決を図ることができるのであるから、特段
の事情のない限り、我が国の国際裁判管轄を肯定するのが当事者間
の公平や裁判の適正・迅速の理念に適するものと解される。」

最高裁平成8年6月24日第二小法廷判決32（国際裁判管轄に関する判例）

＜判旨＞
　「離婚請求訴訟においても、被告の住所は国際裁判管轄の有無を決
定するに当たって考慮すべき重要な要素であり、被告が我が国に住
所を有する場合に我が国の管轄が認められることは、当然というべ
きである。しかし、被告が我が国に住所を有しない場合であっても，
原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認めら
れ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないと
ころであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについ
ては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成
熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の

32　＜87＞離婚等請求事件、最高裁平成8年6月24日第二小法廷判決。
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理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の
有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の
不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の
住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の
障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の
権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない。」

　以上から、平成�8年判決は、平成8年判決を引用したうえで、一重線部分
に示されている「条理」の具体的な内容を導いているが、その内容は、平成
8年判決における「条理」の内容とは異なっている。更に、上記2つの判決
はともに、マレーシア航空事件判決と同様の2つの法理念、すなわち、「当
事者間の公平」と「裁判の適正・迅速の理念」に言及しているけれども、「条
理」の具体的な内容（各判決とも一重線部分）は、マレーシア航空事件判決
とも異なっている33。要するに、法理念と、判決が「条理」と呼んでいる条
理法に基づいて判決を下しているという点に関しては、マレーシア航空事
件判決以降、踏襲されていると考えられるが、「条理」の具体的な内容は異
なっているのであるから、単に文言を真似しているのではなく、実質的に、
判決文で示されている法理念と条理法に基づいて判決を下すという論理構造
を採用しているといえる。なぜなら、確定する条理法の内容が、事案ごと
に、異なっているからである。
　従って、国際裁判管轄に関する判決文の文言が似通ってくる理由は、単に

33	　マレーシア航空事件判決と平成8年判決の間には、次のような相違が見られる。
すなわち、マレーシア航空事件判決と同様に、平成8年判決も、地裁と高裁で判断
が異なり、最高裁がそれに対して最終的な判断を下しているけれども、マレーシア
航空事件判決に見られる論理構造は見られない。要するに、平成8年判決は、下級
審判決を「原則」と「例外」に位置づけることなく、最高裁が独自に判断を下して
いる。このことは、本判決が同じ最高裁判決であること、それゆえマレーシア航空
事件判決を当然に立論の前提にしていることを示していると考えられる。ちなみ
に、上記論理構造については、次の文献を参照されたい。本多康作・前掲注（�）。
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文言を真似しているからではなくて、実質的に、最高裁の決定に従っている
ということであり、当然のことではあるが、最高裁の決定は、先例として決
定的な価値を有している、すなわち裁判官集団を拘束しているということで
ある。そのうえで、重要なことは、事案ごとに確定される、判決が「条理」
と呼んでいる条理法の内容が異なっているということであり、このことは、
判例法としての条理法の存在を表しているのではないだろうか。判例法とし
ての条理法とは、裁判官集団が一定の規範的合意を共有しているのではない
か、すなわち、裁判官集団のなかで、すでに合意が成立しているものを裁判
官が確認していると考えることができるのではないだろうか。但し、判例法
という表現には注意が必要である。この点に関しては、本稿の、おわりに、
で触れることにしたい。

2.1.3.2　ニフティサーブ事件判決以後の２つの判例

東京地裁平成�6年3月26日判決34（民事上の作為義務に関する判例―2ちゃ
んねる関係―）

＜判旨＞
　「本件掲示板は他人の権利を侵害する投稿がされる可能性が高いこ
と，被告は，このような本件掲示板を開設して管理運営しているこ
と，被告は，問題のある投稿を削除することができる立場にあり，
また，一定の場合には削除する旨利用者に表明していること，被告
は，本件各投稿当時，投稿者を特定することができる情報を保有し
ていなかったから，投稿による被害者は投稿者に対して被害回復の
ための措置を講ずることが不可能であることを総合考慮すれば，被
告は，他人の権利を侵害する投稿を削除すべき条理上の義務がある

34　＜�5＞損害賠償等請求事件、東京地裁平成�6年3月26日判決。
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と解するのが相当である。
　そして，プロバイダ責任制限法３条１項の趣旨にかんがみ，被告
は，被害者からの申出等により，投稿によって他人の権利が侵害さ
れていることを知ったとき又は他人の権利が侵害されていることを
知ることができたと認めるに足りる相当の理由を有するに至ったと
きから，当該投稿の削除義務を負うものと解される。」

東京地裁平成�5年7月�7日判決35（民事上の作為義務に関する判決―2ちゃ
んねる関係―）

＜判旨＞
　「本件ホームページを管理運営することにより名誉や信用を毀損す
るなどの違法な発言が行われやすい情報環境を提供している被告は，
本件ホームページに書き込まれた発言により社会的評価が低下する
という被害を受けた者に対し，条理に基づき被害の拡大を阻止する
ための有効適切な救済手段として，当該発言を削除すべき義務を負
う場合があるというべきである。もっとも，前判示第２の１（２）
イのとおり36，本件ホームページ上の発言の数は膨大であるから，被
告がこれらの発言を逐一監視して違法な発言を直ちに削除すること
は事実上不可能である。したがって，被告は，本件ホームページに
おいて他人の名誉や信用を毀損する発言が書き込まれたことを知り，

35　＜30＞損害賠償等請求事件、東京地裁平成�5年7月�7日判決。
36	　前判示第2の�（2）イとは、次の部分を指している。「本件ホームページの利用
者は，何人でも使用料を支払うことなくこれにアクセスすることができ，各掲示板
を閲覧し，また，任意にその表明したい事柄（以下「発言」という。）を書き込む
ことができるが，メールアドレス等の利用者個人を識別するに足りる情報を本件
ホームページ上に書き込んだり，登録したりすることは要求されていない。なお，
本件ホームページには，平成�3年８月現在で，１日当たり約80万件の書込みが
あった。」
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又は，知り得た場合には，直ちに当該発言を削除すべき条理上の義
務を負っているものというべきである。」

　以上から、平成�6年判決と平成�5年判決における「条理」の具体的な内
容は、一重線部分で示されている通り、異なっている。但し、「条理上の義
務」を構成する諸要素は、各判決ともに似通っている。これは、平成�6年
の判決文で引用されているように、平成9年のニフティサーブ事件第一審判
決の後に成立した、いわゆるプロバイダ責任制限法（平成�3年��月22日成
立、平成�4年5月27日施行）の影響によると考えられる37。
　従って、国際裁判管轄に関する判例と同様に、ネット上の作為義務に関す
る判例においても、事案ごとに確定される、判決が「条理」と呼んでいる条
理法の内容は、似通っているが異なっており、このことは、うえで述べたよ
うに、判例法としての条理法という考え方を支持していると考えられる。

　2.1.1.1で立てていた、「条理上」という表現よりも、「条理に」という表現
の方が、規範的合意の成立の程度が高いのではないかという見通しに立っ
て、以上、4つの裁判例と、2.1.2.1に検討を加えた。その結果、以上の4つ
の裁判例から、判例法としての条理法という考え方が支持され、2.1.2.1から、
「に」と「上」との間にある、判決内容における顕著な相違は、判例法とし
ての条理法において、規範的合意の成立の程度に違いがある、すなわち「に」
の方が「上」よりも、規範的合意の成立の程度が高いらしいということがほ
ぼ判明した。そこで以下では、この規範的合意の成立の程度について更に検
討するために、中間グループの分析に入りたいと思う。

第３章　中間グループなどの分析・分類結果に対する更なる分析

37	　なお、プロバイダ責任制限法が制定された経緯に関しては、例えば、次の文献を
参照されたい。飯田耕一郎編『プロバイダ責任制限法解説』（三省堂、2002）。
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3.1　中間グループを点検することにより見えてくること
　中間グループとは、「と・として」（26）、「を」（20）、「の」（20）、「で」（�0）、
「が」（8）のことであった。では、中間グループを点検することにより何が見
えてくるのだろうか。
　多数グループの「に」系と「上」系では、「に」系の方が、「上」系よりも、
規範的合意の成立の程度が高いと考えられた。ところで、規範的合意の成立
の程度としては、例えば、次のような3つの段階を考えることができると思
われる。
　①社会的事実として規範的合意が成立している（その段階にある）と認定
している段階。②社会的事実として規範的合意が成立している可能性（準
備）が整っていると認定している段階。③部分的には規範的合意が成立して
いるものの、社会全体では（社会全体の社会的事実としては）まだ成立して
いるとは言えないと認定している段階。
　では、「に」系と「上」系は、このうちのどの段階に当てはまるだろうか。
この問いに答えるために、中間グループを点検することが役に立つと思われ
る。すなわち、中間グループを点検することによって、上記3つの段階との
関係で、「に」系と「上」系が、その段階のどれに該当するか、更に「上」
系の下位分類である、「の義務」系と「当然」系に見られる判決内容との関
係は何を表しているのか、ということが明らかになると思われる。

3.1.1　「を」系の分類
　中間グループを点検するに当たって、まず、「を」系に着目することに
よって、分析方針を立てたいと思う。「を」系（20）の下位分類は、「根拠」
系（4）、「尽くす」系（5）、「適用」系（2）の3つの系と「その他」（9）で
あった。「を」系に着目する理由は、「を」系の下位分類は、新たな3系統へ
と分類するのに適しているからである。そこで、まず、「を」系の分類表を
確認しておきたい。表7が、「を」系の分類表である。
　「を」系の下位分類を、新たな3系統へと分類したい。新たな3系統とは、
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適用系、認定系、そして推論系である。「を」系の当初の分類との関係を示
すと、次のようになる38。「適用」系はそのままであるが、「根拠」系は推論
系と、「その他」の一部は認定系と呼ぶことにしたい。では、当初の分類に
ある「尽くす」系はなぜ消えているのか。つまり、当初の分類である「尽く
す」系は、なぜ、表7では、該当せず、と記載されているのか。
　「尽くす」系は、実は、判決文を読んでみるとわかるように、裁判官が、
「条理」を用いて法的な判断を下す場面に登場しているものではない。例え
ば、次のように用いられている。
　「しかしながら、右新規採用者においては必ず組合員の説得に応じて就労
を断念すべき義務があるわけのものではないのであるから、一応条理を尽し
て説得してもこれらの者が説得に応じない場合においては、組合員としては
その者の自由意思を尊重すべきは当然であつて、右の限度を超えて相手方の
自由を阻害するような仕方で執拗に有形力を行使してその者の通行を阻止し
たり押し返したり、或はそれ以上に強力な暴力を振うようなことは最早や正
当な行為の限界を逸脱し場合により刑事上の責任を生ずるものというのほか
ない39。」
　以上から、条理を尽した説得とは、いわゆる平和的説得のことであること
がわかる。したがって、「尽くす」系は、本稿の目的との関係から考慮に入
れないこととした。では、新たな3系統は、何を表しているのだろうか。
　適用系は、条理法がすでに確立している場合に、認定系は、条理法をその
場で認定している場合に、そして推論系は、条理法はまだ確立していないけ
れども、それの前段階にあり、条理法の候補をあげて、もしそれが条理法と
して確立しているとすると、当然・・・ということが言えるという場合に、
用いることとする。適用系と認定系はわかりやすいと思われるので、ここで
は、なぜ、当初の「根拠」系を推論系と考えたのかを説明しておきたい。

38	　「を」系の、当初の分類と新たな3系統への分類との関係は、表7を参照された
い。
39	　＜273＞傷害被告事件（人世坐争議事件）、東京地裁昭和昭和36年�月�6日判決。
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　「根拠」系を推論系とした理由は、判決文では、「根拠」という言葉を、裁
判官が推論をする場合に用いているのではないかと考えたからである。すな
わち、「条理」を根拠として結論があるということである。言い換えれば、
実際には「条理」（条理法）が確立しているとは言えない状態で、仮に条理法
が確立しているとすれば、・・・であるという結論が導き出されるという推
論過程を論じているのではないかということである。判決文では、「根拠」
という言葉を、以上の意味で用いているのではないかと考えたのである。
　そして、新たな3系統である、適用系、認定系、そして推論系を用いる
と、残りの中間グループも、適切に整理することが可能であると考える。適
切に整理するとは、本稿での分析視点の�つである規範的合意との関係で、
分類したデータを整理するということである。従って、新たな3系統を用い
て、残りの中間グループを整理しておきたい。

3.1.2　「の」系の分類
　「の」系（20）の下位分類とは、「観点」系（4）、「内容」系（5）、「名に
よって」系（4）、「存在」系（2）、「現れ」系（2）の5つの系と「その他」
（3）であった。表8として示した、「の」系の分類表からもわかるように、
「の」系は、「条理」の諸側面を捉えるのに適している。表8が、「の」系の
分類表である。
　表8からわかるように、「の」系には3系統の全てが登場している。これ
は、「の」系が条理のほぼ全ての側面を伝えていることと関係していると思
われる。そこで、当初の分類と新たな分類との関係に触れておきたい。
　「内容」系は、文字通り、この部分が条理の内容であると認定していると
思われる。
　「名によって」系は、例えば、以下のように用いられており、認定を表わ
していると思われる。
　「以上の諸基準はすべて憲法の諸原則に違反していない。従つて、国籍法
改正に当つて、そのうちのどれを採用するかは立法府である国会の自由であ
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る。このような場合には、司法府である裁判所は、条理の名によつて、特定
の基準を採用してこれを実在の法として適用することはできないものと云わ
なければならない。要するに、国籍付与制度自体の違憲性を論じ、合憲の国
籍法を制定するのは、国会の権限でありかつ義務であつて、裁判所の権限で
もなく又義務でもないのである40。」
　「存在」系は、例えば、以下に引用したように、条理が確立している、あ
るいは確立していないということを表しており、適用系であると思われる。
従って、「肯認しがたい」という場合には、確立しているとは言えないとい
うことを表していると思われる。
　「大日本帝国憲法には日本国憲法第二九条第三項のごとき規定を欠いてい
るのみならず、そもそも正当補償の観念、内容が必ずしも一定したものでは
なく、補償を与えるかどうかその程度をいかに定めるか等は終局的には立法
政策によって左右しうるところと解しうるのであり、ことに本件のような占
領軍による調達における補償責任を、占領法体系下においては否定されてい
るにもかかわらず、当然に被控訴人においてこれを負担すべきであるとの条
理の存在はただちに肯認しがたいというべきである4�。」
　「観点」系は、例えば、以下のように用いられており、推論を表している
と思われる。
　「当裁判所は適用すべき準拠法の内容が不明である場合には、条理によつ
て、換言すれば当該国法秩序の全体からみた拡張・類推解釈、条理等によつ
て当該事件につき当該外国法秩序においておそらく妥当すると思われる法を
発見すべきものと解する。そこで本件において申立人が相手方に対し認知を
求めることが上記のような条理の観点から、マレーシア国において許される
ものかどうかを考える42。」

40	　＜�68＞国籍確認請求控訴事件（国籍法２条合憲判決の控訴審判決）、東京高裁昭
和57年6月23日判決。
4�	　＜234＞損失賠償金増額請求控訴事件、東京高裁昭和43年�2月2�日判決。
42　＜209＞認知事件、札幌家裁昭和49年7月23日審判。
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　「現れ」系は、例えば、以下のように用いられ、推論を表していると思わ
れる。
　「かねて前記のような広告欄開放の方針を標榜し、自らこれを高く評価し
てきた被告としては、その方針に従った申入に対してはこれを拒否する権利
を予め一括して放棄したも同然であり、特定の申込者に対して何らかの理由
を持ち出してその掲載申込を拒否することは権利の濫用と判断してよいであ
ろう。これを条理の一つの現われとしてもよい43。」
　以上をまとめると、「内容」系と「名によって」系は認定系へ、「観点」系
と「現れ」系は推論系へ、「存在」系は適用系へと読み替えることができる。

3.1.3　「と・として」系の分類
　「と・として」系（26）の下位分類は、「是認」系（6）、「の」系（4）、「と」
系（6）の3つの系と「その他」（�0）である。表9が、「と・として」系の分
類表である。
　表9からわかるように、「と・として」系の新たな分類としては、認定系
と適用系の2つがあることがわかる44。
　認定系の例としては、次のものがある。「次に、民訴法二〇〇条所定の
『法令又ハ条約ニヨリ外国裁判所ノ裁判権ヲ否認セザルコト』とは、当該外
国の裁判所が、わが国の国際民訴法の原則からみて、その事件につき、国際
裁判管轄権を有すると積極的に認められることを要するものと解すべきとこ
ろ、わが国においては、現在、明文の国際民訴法規はないので、わが国の
国際裁判管轄権は、条理としての国際民訴法によってこれを定める外はな
い45。」

43	　＜�97＞反論文掲載請求訴訟事件（サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請
求事件第一審判決）、東京地裁昭和52年7月�3日判決。

44	　すでに�.�.3で触れたことであるが、表9中にある＜�97＞の「と」は、並列を表
していると考えられるので、並列グループのなかに含めて検討することとする。
45	　＜�22＞外国裁判所判決の執行判決請求控訴事件、大阪高裁平成4年2月25日判
決。
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　適用系の例としては、次のものがある。「しかしながら、昭和二八年法律
一七三号によつて規定された実質課税の原則（所得税法三条の二）は、同法
規制定前から税法上条理として是認されていたものであり、前記法条はこれ
を明文化したにすぎないものであつて、被告人《乙１》に対する本件課税は
何ら所得税法第三条の二、同附則三項の解釈を誤つた点は認められずこの点
に対する原判示は正当である46。」
　但し、本来は、「と・として」系は、基本的には認定系であると思われる。
なぜなら、当初の分類である「是認」系は、本来、認定系であると考えられ
るのであるが、判決文では、それらはいずれも、過去形で用いられているか
らである。すなわち、これは、すでに先行する判決により認定が行われ、条
理法として確立していることを示しており、それゆえ適用系として分類した
ということである。

3.1.4　「で」系と「が」系の分類
　「で」系（�0）の下位分類は、「ある」系（9）と「その他」（「なければな
らない」）（�）であり、「が」系（8）の下位分類は、「ある」系（3）、適用系
（2）、「存在」系（2）、そして「その他」（「導き出される」）（�）であった。表
�0が、「で」系、表��が、「が」系の分類表である。
　表�0から、「で」系は、基本的には適用系であるが、「と解すべきであ
る47」、「なければならない48」といった当為を表す語句と結びついていると
きには、認定系であると思われる。認定系の例をあげておく。
　「離婚の準拠法は、法例第十六条本文によつて、離婚原因発生当時の夫の
本国法によると定められ、何等の国籍を有しない場合は、同法第二十七条第
二項によつて、その住所地法を以て本国法と看做し、その住所が知れないと

46	　＜253＞所得税法および法人税法違反被告事件、最高裁昭和39年9月�7日第一小
法廷判決。
47　＜240＞認知請求事件、横浜地裁昭和4�年�2月22日判決。
48　＜24�＞交通事故による損害賠償請求事件、東京地裁昭和4�年��月�6日判決。
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きは、その居所地法によると定められているところ、原告は、本訴において
現在の婚姻状況が離婚原因発生の理由である旨主張しているが、後記認定の
とおり、夫たる被告は無国籍人であり、かつ、現在の住所地も居所地も知る
ことができないから、夫たる被告の本国法を知ることができず、結局、本訴
における離婚の準拠法は条理であると解すべきである49。」
　表��から、「が」系は、基本的には50適用系であると思われる。「が」系
が、基本的に適用系である理由は、「の」系の下位分類である「存在」系を
適用系とした理由と同様である。

3.1.5　まとめ
　以上、新たな3系統を利用することによって、中間分類をすべて、本稿
の分析視点の�つである規範的合意との関係で、整理し直すことができた。
従って、以下では、本章での冒頭の問いに解答したい。但し、その問いに解
答するためには、3つの段階として示した規範的合意の成立の程度と、適用
系・認定系・推論系との関係を明らかにしておく必要がある。そのために、
再度、それぞれを確認しておきたい。

　規範的合意の成立の程度としては次の3つの段階を想定した。①社会的事
実として規範的合意が成立している（その段階にある）と認定している段
階。②社会的事実として規範的合意が成立している可能性（準備）が整って
いると認定している段階。③部分的には規範的合意が成立しているものの、
社会全体では（社会全体の社会的事実としては）まだ成立しているとは言え
ないと認定している段階。
　適用系・認定系・推論系という用語で次の内容を想定した。適用系は、条
理法がすでに確立している場合に、認定系は、条理法をその場で認定してい

49　＜302＞離婚請求事件、神戸地裁昭和30年�2月�9日判決。
50	　基本的にはとしたのは、表��の判例番号60にある「が」は、推論系であると思
われるからである。
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る場合に、そして推論系は、条理法はまだ確立していないけれども、それの
前段階にあり、条理法の候補をあげて、もしそれが条理法として確立してい
るとすると、当然・・・ということが言えるという場合に、用いられている
と想定した。
　以上から、基本的には、①と適用系、②と認定系、そして③と推論系が対
応していると考えられる。但し、１つだけ問題がある。それは、推論系が、
いつも、③に対応するのかという問題である。この問題を検討するために、
2.1.2.2で扱った「上」系の下位分類である、「の義務」系と「当然」系が、
判決内容の分類との間に示していた一定の関連を思い出してみたい。
　「の義務」系（9�）は、民事上ないし行政上の注意義務と作為義務に関す
る判例（72）で、「当然」系（44）は、刑事上の注意義務と作為義務に関す
る判例（�0）で、多く用いられていた。では、「当然」系で用いられている、
「条理上当然」とは何を表しているのか。次のように考えることができる。
「当然」は、基本的には、推論の確実性を述べていると。要するに、「条理」
が条理法として確立していれば、当然・・・のような結論が引き出されると
いうことであり、「当然」とは、形式的な推論が当然に成り立つということ
である。但し、「当然」が刑事事件で用いられていることとの関係で、つま
りは、罪刑法定主義との関係で、以上の推論の当然性の他に、もう�つの当
然性もあると思われる。それは、条理法の内容の当然性である。すなわち、
推論の当然性の前提である条理法が、当然に認定できるという内容の当然性
である。従って、刑事事件で用いられている「当然」とは、推論の当然性と
内容の当然性のセットによって、条理法が確立していれば、当然・・・とい
う結論になるという論理構造になっているのではないかということである。
そして、以上のような論理構造を採用しなければならない理由としては、刑
事事件に関しては、罪刑法定主義があるからであり、それゆえ条文上の根拠
なしに、「義務」を認定しにくいのではないだろうか。それに対して、民事
上ないし行政上の注意義務と作為義務に関する判例で、「の義務」系が登場
するのは、民事事件においては刑事事件に比べると、過失の内容を「条理上
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の義務」として認定しやすいと思われる。
　但し、「の義務」系と「当然」系とが2つ重ねて用いられている場合もあ
る5�。その場合は、何を表しているのか。「当然」と「の義務」とを重ねて
用いることで、条理法として確立している度合いの高さを、すなわち①に対
応する段階にあることをと示しているものと考えられる。
　従って、以上から、推論系は、単純に③と対応するわけではなく、①ない
し②に対応する推論系もあると考えられる。そして多くの場合、推論系は、
結論を肯定するときには①ないし②として、結論を否定するときには③とし
て機能していると考えられる。以上を前提として、本章の冒頭の問いに解答
すると、以下のようになると思われる。
　「に」系と「上」系では、どちらもの場合も、多くの場合に「条理」を用
いて結論が肯定されていること、そして「に」系の方が、規範的合意の成
立の程度が高いと考えられたことから、基本的には、「上」系は、②に対応
し、「に」系は、①に対応すると考えられる。ちなみに、日本語の意味・機
能の観点から、「に」と「上」のそれぞれの意味・機能を確認すると次のよ
うになる。例えば、日本語文型辞典によると52、「じょう」とは、「その見地
からいうと」、「その点で」という意味であり、「にしたがって」とは、「人、
規則、指示などを表す名詞を受けて、それに逆らわずに言うなりになって、
指示通りに行動して、という意味を表す」という。それゆえ、「に」や「上」
と、規範的合意との関係については、日本語の文型と本稿での分析から、次
のように言うことができるのではないだろうか。例えば、「条理に従って」
とは、規範的合意が確立している条理法の規定に従って、という表現を省略
しているのではないか。「条理上」とは、条理法の見地からいうと、すなわ
ち条理法の表

おもて

に現われてきているところからすると、ということであり、規
範的合意がほ

、 、

ぼ確立している状態を指しているのではないか、と。

5�　例えば、＜337＞、＜327＞、＜2�5＞などがそれである。
52	　グループ・ジャマシイ編『教師と学習者のための日本語文型辞典』（くろしお出版、
�998）。
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　そして、「上」系の「の義務」系と「当然」系では、「当然」系の方が、規
範的合意の成立の程度が、「の義務」系よりも高いと考えられ、「当然」系と
「の義務」系とが二重に用いられた場合には、規範的合意の成立の程度が特
別に高いと考えられる。従って、二重に用いられた場合は、「に」系と同程
度の、すなわち規範的合意の成立の程度としては①の段階にあるのではない
かと考えられる。そして、刑事事件に関しては、罪刑法定主義との関係で、
「に」系を用いることが困難なので、「当然」と「の義務」を二重に用いるこ
とが多いのではないかと思われる。
　では、規範的合意の成立の程

、 、

度が、用語法との関係で、以上のように分類
できるとして、社会的事実としての規範的合意の範

、 、

囲は、どのように考える
ことができるだろうか。それに解答するには、並列グループを点検すること
が必要となる。但し、その前に、少数グループを点検しておきたい。それに
よって、何が見えてくるだろうか。

3.2　少数グループを点検することにより見えてくること
　少数グループとは、「は」（4）、「から」（3）、「ナルモノハ」（2）、「換言すれ
ば」（�）、「そのものから」（�）、「内容」（�）、「ナキモノ」（�）、「ナリ」（�）、「よ
り」（�）のことであった。では、少数グループを点検することにより何が見
えてくるだろうか。まず、少数グループの分類表を確認しておきたい。表
�2が、少数グループの分類表である。
　表�2からわかるように、実は、少数グループの大部分は、適用系・認定
系・推論系の3系統に分類することができる。そうすると、残りは、「ナル
モノハ」、「換言すれば」、そして「は」のうちの�つにある「法源性」につ
いて述べられたものということになる。ちなみに、「法源性」については、
小数グループの「は」の他にも、中間グループの「の」系の「その他」の箇
所にも登場していた。そこで、「法源性」に関しては、ここで特別に扱って



判決文における「条理」の意味

�07

おきたい53。
　では、「法源性」、「換言すれば」、そして「ナルモノハ」は、一体、何を表
しているのか。これらは、裁判官が実質的に条理の内容や性質について発
言しているものであると考えられる。従って、これらは、個々の裁判官が、
「条理」について抱いている意見の�つであり、ある裁判官が、「条理」をど
のように考えているのかを知るのに役立つと言える。但し、これは�つの意
見であり、本稿の分析視点である、規範的合意や、法理念・法原則・条理法
とは、直接的には関係していない。それらを考えるうえで、１つの参考にな
るに過ぎないということである。それを前提としたうえで、以下では、それ
ぞれの判決文の文言を確認していきたい。まずは、「法源性」から。
　「条理は、一般的にはその法源性を肯定できるとしても、その内容が抽象
的であり、その意味するところが一義的に明らかではないため、裁判規範と
しては不十分かつ不完全なものであることは否定できず、裁判規範としての
条理を肯定することには慎重でなければならない54。」
　「条理の法源性については問題があるが、これを肯定するとしても明治八
年の裁判事務心得（大政官布告一〇三号）にあるとおり，或る具体的生活事
実関係について規律すべき制定法（成文）又は慣習法がないとき又はその法
規の具体的内容が示されていないときにおいて始めて潜在的理念としての条
理により裁判をなすことが要求される。これを本件についてみるに、原告は
戦争目的遂行のために土地を軍に売渡した場合、右売買契約において何らの
特約がなくとも終戦と同時に一方的に条理に基づき旧売主（又はその一般承
継人）において右目的物の返還請求権が発生するというが、条理によるもか
かる一方的返還請求権の発生を肯定すべき根拠は見出しえない55。」

53	　「法源性」に関しては、用語法の分析（あるいは形式的な分節化）から離れて、
それのみを特別に取り扱う理由は、本稿の冒頭の問い、すなわち、私法法源として
の条理とは、制定法や慣習法や判例法とどのような関係にあるのだろうか、という
問いに直接的に関係しているからである。
54　＜69＞損害賠償等請求事件、広島地裁平成��年3月25日判決。
55　＜232＞所有権移転登記等請求事件、大阪地裁昭和44年�月23日判決。
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　以上から、どちらの裁判例においても、条理の「法源性」については慎重
な態度がとられているけれども、その「法源性」を一応肯定していることが
見て取れる。但し、前者は、「裁判規範としての条理」として、そして後者
は、「潜在的理念としての条理」として表現されている。果たして、条理の
「法源性」は、裁判官集団によって認められているのか。認められていると
すれば、条理の「法源性」とは具体的にはどのようなものなのか。本稿の課
題である、判決文における「条理」の意味の解明は、この問題と同型である。
従って、本稿の検討を終えれば、この「法源性」の問題にも答えることが可
能となるといえる。それでは次に、「換言すれば」と「ナルモノハ」につい
ても判決文で確認しておきたい。
　「換言すれば」については、東京地裁昭和26年判決で、次のように述べら
れている。「よつて進んで原告の条理に基く予備的請求につき按ずるに、今
日各国の憲法に『正当補償』に関する規定があり、個人の財産を無償で徴収
しないことを原則としていることは原告所論の通りであるが、法律の規定に
よれば補償を与えずとも財産権の公用徴収を為し得ることを定めた憲法もあ
り、又正当補償の観念の内容も必しも一定したものではなく、立法の目的と
当時の社会状勢によつて定めらるべきものであつて、本件の如き旧敵産の譲
受人が敗戦の結果戦勝国の要求に基き国家より財産の返還を命ぜられた場合
において国家は返還者に対し右財産の返還当時の時価相当の補償を為すこと
が今日の文明国の政府の行動を支配する当然の条理であるとの原告の主張は
遽に首肯し難い。のみならず、元来条理換言すれば自然的な正義原理は法の
全体系に貫流する理念として法の解釈適用を指導する倫理的規準であり実定
法の基礎をなし実定法規範も大局的にはこれが表現であるけれども、それが
実定法上の細目の規定によつて具体的に表現されない限り条理そのものから
直ちに実定法上の具体的な権利を認めることはできない。従つて条理に基く
原告の請求も到底これを認容し難い56。」と。

56　＜3�9＞損害賠償請求事件、東京地裁昭和26年3月�日判決。
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　「ナルモノハ」については、大審院明治40年7月4日判決で、次のように
述べられている。「条理ナルモノハ国民ノ性情ト和合セサルヘカラス故ニ人
情ト相容レサルモノハ条理ニアラス而シテ義侠ハ我国特有ノ美風ニシテ報酬
ヲ予期シテ人ノ危難ニ赴クカ如キハ我同胞ノ人情ニアラス夫ノ海陸水火ノ危
難ニ際シ人ヲ救助スルハ世其例乏カラスト雖モ之カ報酬ヲ強求スルノ権利ア
リト信スル者ハ絶無ナラン又条理ナルモノハ偏通的性質ヲ有ス故ニ条理ニ水
陸ノ分界アル可ラス左レハ海上ニ於テ遭難ノ船舶ヲ救護シタル者ニシテ条理
上報酬ヲ請求スルノ権利アリトスレハ陸上ニ於テ他人ノ財産ヲ救護シタル者
例ヘハ火災ノ際延焼ヲ防止シ以テ他人ノ家屋ヲ救フタル者ノ如キモ亦報酬ヲ
請求スルノ権利ナカル可ラス若シ前者ノ場合ニ報酬ヲ請求スルノ権利アリ後
者ノ場合ニ之ナシトセハ条理上如何ナル論拠アリテ之ヲ区別スル乎原院カ被
上告人ノ報酬請求権ヲ以テ条理ニ合ヘリト為シタル理由ハ主トシテ海運ノ安
全ヲ保スル為メ斯ル権利ヲ認ムルノ必要アリト云フニ在リ是レ畢竟立法論ニ
外ナラス断シテ条理ノ説明ニアラサルナリ抑モ海難救護者ニ報酬ヲ得セシム
ルノ法則ハ本来一種ノ政策ニ出タルモノニシテ其目的トスル所ハ海上ノ危難
ニ対シ救護ヲ奨励スルニ在リ决シテ条理上当然ノ事項ヲ定ムルモノニアラ
ス57」と。
　以上のように、裁判官自身が、「条理」それ自体の、あるいは「条理」の
性質の説明を試みている判決文は、上記引用の2つの裁判例のみではないか
と思われる58。上記2つの裁判例では、裁判官自身が、その職業に携わる意
義について根本的な信念を語っていると解され、そして「法源性」について
も、裁判官自身が、その職業に携わる意義について自らの信念を語っている
と解される。
　では、このような「条理」それ自体の説明は、なぜ殆どなされないのか。

57　＜345＞船舶救助報酬請求ノ件、大審院明治40年7月4日判決。
58	　もちろん、「TKC法律情報データベース」での検索対象を「全文」まで含んで検
索した場合には、もっと多くの裁判例で裁判官が「条理」それ自体の説明を試みて
いる可能性が高い。
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その理由としては、次のことが考えられる。制定法の国である日本におい
て、判例法としての条理法である「条理」を、正面から論じることには困難
があると。しかし、ある裁判官の個人的な意見であったとしても、「条理」
を考えるうえでは参考になるといえる。但し、注意を要するのは、繰り返し
になるが、少数グループにおける裁判官の個人的な意見の表明は、多数グ
ループや中間グループで行ったデータ分析という量的な処理の結果の分析か
ら見えてくるものとはその性質が異なっており、それゆえ、少数グループの
点検から見えてくるものは、確かに貴重なものではあるが、ある裁判官の個
人的な意見の表明に止まらざるを得ないということである。

3.3　並列グループを点検することにより見えてくること
　並列グループには、「等」（28）、「又は」（5）、「ないし」（4）、「及び」（3）、「、」
（2）、「も」（2）、「や」（�）、「と」（�）が含まれる。では、並列グループを点検
することにより何が見えてくるのか。まず、並列グループの表を確認してお
きたい。表�3が、並列グループの分類表である。
　並列グループを点検することにより、まず、「条理」と並列する用語は何
か、すなわち、「条理」と同格の用語は何かが見えてくる。「条理」と並列す
る用語（67）を、表�3を基礎にして取り出すと、以下のようになる。
　「公平」（8）、「正義」（7）、「衡平の原則」（2）、「社会通念」（4）、「経験則」（2）、
「実験則」（�）、「信義則」（2）、「Ｂ規約二三条の趣旨」（2）、「基本的人権の尊
重」（�）、「権利濫用の禁止」（�）、「公共の福祉の維持」（�）、「公序良俗」（�）、
「事情変更の原則」（�）、「慣習」（20）、「人格権」（2）、「憲法」（�）、「条約」（�）、
「法令」（3）、「法律」（2）、「成文」（�）、「民法」（�）、「契約」（2）、「拡張・類推解
釈」（�）、という語が、「条理」と並列して用いられている。
　そこで次に、並列グループの下位分類に着目することにしたい。表�4が、
並列グループの下位分類表である。
　表�4からわかるように、並列グループの下位分類では、全ての下位分類
が、何らかの系統に分類できているわけではない。これは、少数グループが
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点数の少なさゆえに、下位分類を系統的に分類できなかったことと同じ理由
である。しかし、並列グループにおいても、さしあたって分類することがで
きた下位分類に着目することで、うえで確認した「条理」と同格の用語を、
更に分類することが可能であると考える。そこで、並列グループの上位分類
である「ないし」系の下位分類、すなわち「社会通念」系と「慣習」系に着
目したい。
　「ないし」系に着目する理由は、「ないし」という接続詞が、ある機能や特
性において、連続的なものを並列するときに用いられる接続詞であり、「条
理」と同格の用語を分析する場合に有効であると考えるからである。では、
「社会通念」系と「慣習」系に着目することで、何が見えてくるのか。
　「条理」は、「社会通念」とも「慣習」とも並列して用いられているけれど
も、この2つは非常に性格が異なるといえる。要するに、判例のいう「慣習」
とは、法慣習（法律上の慣習）、ないしは慣習法のことではないか、そして
判例のいう「社会通念」とは、人々が一般に共有している考え、ないしは意
見のことではないかということである。言い換えると、前者は、実定法と並
ぶ、基本的に、社会的なpracticeとして行われているものであり、従って実
際に存在しているものであるが、後者は、通念であるので、心のなかに存在
するものであり、一般の人々が抱いている考え、ないしは意見なのではない
かということである。従って、両者は、存在性格の点と、それらが通用する
範囲の点で、異なっているのではないかと考えられる。そこで、範囲の点に
絞って、以下で検討したい。
　例えば、表�3にある判例番号��9（枝番号253）の「慣習上の義務」とは、
それが道徳上の義務なのか、法律上の義務なのかを考えると、それが判決文
で用いられていることから、慣習法上ないし法慣習上の義務であることは明
らかであり、それゆえ、それが通用している（あるいは理解できる）範囲
は、法律家団体であると考えられる。それに対して、「社会通念」は、広く
一般社会（あるいは日本社会）が抱いている通念であり、それが通用してい
る（あるいは理解できる）範囲は、日本社会全体であると考えられる。
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　では、以上の区分、すなわち法律家団体か日本社会かという区分を用いる
と、うえで確認した「条理」と同格の用語は、どのように整理することがで
きるだろうか。次のように整理できるのではないかと思われる。
　「公平」（8）、「正義」（7）、「衡平の原則」（2）、「社会通念」（4）、「経験則」（2）、
「実験則」（�）、「信義則」（2）、「Ｂ規約二三条の趣旨」（2）、「基本的人権の尊
重」（�）、「権利濫用の禁止」（�）、「公共の福祉の維持」（�）、「公序良俗」（�）、
「事情変更の原則」（�）は、日本社会において通用しているものであり、「慣
習」（20）、「人格権」（2）、「憲法」（�）、「条約」（�）、「法令」（3）、「法律」（2）、
「成文」（�）、「民法」（�）、「契約」（2）、「拡張・類推解釈」（�）は、法律家団体
の内部において通用しているものであると。
　では、本稿の分析視点の�つである法理念・法原則・条理法という区分は、
以上の区分とどのような関係にあるだろうか。法理念、例えば「当事者間の
公平」や「裁判の適正・迅速を期するという理念」に関しては、マレーシア
航空事件判決における判決文の分析から、専門の法律家以外には、その用語
の専門性、例えば「当事者」という用語の意味を理解できないということを
理由に、法律家団体の内部において通用しているものであると考えた59。だ
とすると、法原則・条理法という区分と、上記の区分との関係が問題となる。
　マレーシア航空事件判決では、「条理」の具体的な内容は、「わが民訴法の
国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所（民訴法二条）、法人
その他の団体の事務所又は営業所（同四条）、義務履行地（同五条）、被告の
財産所在地（同八条）、不法行為地（同一五条）、その他民訴法の規定する裁
判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、
被告をわが国の裁判権に服させる〔べきである－筆者〕」として示され、ニ
フティサーブ事件判決では、「条理上の作為義務」とは、「少なくともシスオ
ペにおいて、その運営・管理するフォーラムに、他人の名誉を毀損する発言

59	　そのように考えられる理由については、次の文献を参照されたい。本多康作・前
掲注（�）。
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が書き込まれていることを具体的に知ったと認められる場合には、当該シス
オペには、その地位と権限に照らし、その者の名誉が不当に害されることが
ないよう必要な措置をとるべき」義務のことであった。
　以上から、判決文における「条理」とは、かなり具体的な内容を持ったも
のであり、“もしAであるならば、Bであるべし”という形式で表現可能な仮
言命題の形式をしていることがわかる。更に、2.1.3.1と2.1.3.2での検討から、
確定される「条理」の内容も事案ごとに異なっていることも判明した。それ
ゆえ、マレーシア航空事件判決の分析をもとに、以上のものを条理法と呼ん
だ。従って、以上の特徴から、条理法は、「慣習」（20）、「人格権」（2）、「憲
法」（�）、「条約」（�）、「法令」（3）、「法律」（2）、「成文」（�）、「民法」（�）、「契
約」（2）、「拡張・類推解釈」（�）と、法原則は、「公平」（8）、「正義」（7）、「衡
平の原則」（2）、「社会通念」（4）、「経験則」（2）、「実験則」（�）、「信義則」（2）、
「Ｂ規約二三条の趣旨」（2）、「基本的人権の尊重」（�）、「権利濫用の禁止」（�）、
「公共の福祉の維持」（�）、「公序良俗」（�）、「事情変更の原則」（�）と同格であ
ると考えられる60。それゆえ、法原則は日本社会において広く通用している
のに対して、条理法は法律家団体の内部で通用していると考えられるのであ
る。
　但し、本稿の分析視点の�つである法理念・法原則・条理法という区分と、
上記の「条理」と同格の用語との間には、注意すべき点がある。それは、以
上の検討からわかることであるが、法理念は、「条理」のなかに含まれてい
ないということである。そのことは、例えば、マレーシア航空事件判決で登
場する法理念である「当事者間の公平」という用語を、上記の「条理」と同
格の用語と比べてみるとわかる。例えば、「衡平の原則」と「当事者間の公

60	　但し、この区分は、暫定的なものである。本稿で用いたデータと分析視点とから
言えることは、本文で述べた通りであるが、現時点において、法原則として区分さ
れたもの、例えば、「経験則」についても、今後、本稿で行った分析と同様の分析
をデータベースなどを用いて行ったならば、更に詳細な区分が可能となり、法原則
と呼んでいるものの内実も明らかになると思われる。
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平」とでは、「当事者」という用語の点で、両者には大きな違いがあると言
える。「当事者」という用語の専門性を考えてみれば、そのことは明らかで
ある。従って、判決文に表われる「条理」には、法原則と条理法の2つがあ
ると考えられる。
　では、本稿におけるもう�つの分析視点である規範的合意との関係で、法
原則と条理法は、どのように考えることができるだろうか。要するに、以上
の議論を、規範的合意の成立の程度と範囲という視点から、法原則と条理法
の内容として、それぞれまとめるとどうなるだろうか。
　条理法は、法律家団体が形成した規範的合意の成立の程度に関わる概念で
あると考えられる。すなわち、本稿において議論してきたことは、法律家団
体の内部で、規範的合意が確立しているのか、あるいは確立する寸前なの
か、それとも生成途上の段階にあるのか、ということだったのである。それ
に対して、法原則は、一般社会が抱いているものであり、こちらは規範的合
意とは異なった概念であるといえ、社会通念と似たものであると考えられ
る。すなわち、社会通念とは、コミュニケーション的行為を通じて、論拠に
遡って明確に吟味された合意に基づくものではなく、各個人が事実として
ば
、 、 、 、 、

らばらに抱いている考えないし意見であるといえる。それゆえ、法原則
も、コミュニケーション的行為を通じて、論拠に遡って明確に吟味された合
意に基づくものではなく、各個人が事実としてば

、 、 、 、 、

らばらに抱いている考えな
いし意見であると思われる。
　従って、判決文における「条理」とは、上記の意味での条理法と法原則を
含んだ用語であると考えられる。

おわりに
　以上、判決文における「条理」の意味を明らかにするために、判決文に登
場する「条理」を用語法の分析と判決内容の分類という2つの観点から探求
を推し進め、その結果を規範的合意と、法理念・法原則・条理法という2つ
の視点から更に分析を試みた。その結果、「条理」という用語には、法原則
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と条理法という2つの意味合いが含まれており、条理法は規範的合意に関わ
る概念であるが、法原則はそれに関わる概念ではないことが判明した。要す
るに、条理法は、法律家団体の内部で通用している、法律家団体が形成した
規範的合意の成立の程度に関わる概念であるが、法原則は、日本社会におい
て広く通用している、各個人が事実としてば

、 、 、 、 、

らばらに抱いている考えないし
意見なのではないかということである。では、以上の分析の結果から何が言
えるのか。つまるところ、条理法とは何であるのか。この問いに答えること
は、本稿の冒頭の問いに解答することを意味している。冒頭の問いを確認し
ておく。
　私法法源（あるいは民事裁判の基準）としての条理とは、制定法や慣習法
や判例法とどのような関係にあるのだろうか。それらとどこが同じでどこが
異なっているのだろうか。そもそも裁判基準としての条理とは、一体どのよ
うなものなのか。条理は民事裁判においてのみ用いられる基準なのだろうか。
　冒頭の問いに対しては、次のように答えることができると思われる。判決
文における「条理」には、２つの意味、すなわち法原則と条理法という意味
が含まれていたけれども、その内実が本稿の分析視点との関係で明らかに
なったのは、条理法に関してのみであると。そして規範的合意の成立の範囲
から、条理法とは、制定法、慣習法と並ぶ、第三の実定法なのではないか
と。では、第三の実定法とは何か。判例法とはどのような関係にあるのか。
　本稿での検討からわかるように、条理法とは、明文の根拠のない実定法の
一種であると考えられる。だとすれば、条理法とは判例法の一種と言えるの
か。
　日本における判例法とは、通常、制定された条文の解釈にもとづいて裁判
所が生み出した法のことであり、それに対して、英米法における判例法は、
制定された条文の解釈にもとづかない裁判所が生み出した法のことであると
言える。そうすると、条理法とは、英米法における意味での判例法というこ
とになりそうである。すなわち、日本においては、英米法における意味で
の判例法を作り出す場合に、「条理」という用語を用いているのではないか
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と考えられるのである。それゆえ、本稿では、条理法を分析するための視点
として、規範的合意という概念に着目したのである。なぜなら、裁判官は、
「条理」を用いて、法的な問題に判断を下しているのであり、だとすれば、
制定された条文でなくとも、何

、 、 、 、

らかの根拠にもとづいて判断を下していると
考えられるからである6�。但し、以上の考え方は仮説に止まる。そして、こ
の仮説を検証するためには、例えば、マレーシア航空事件判決を中心とし
た、国際裁判管轄に関する一連の裁判例を分析する必要があると思われる。
そしてその分析は、同時に、条理法生成のプロセスについても明らかにする
ことになると思われる。但し、この検証は今後の課題である62。

6�	　ちなみに、本稿では、規範的合意の成立の程度として、３つの段階、すなわち、
①社会的事実として規範的合意が成立している（その段階にある）と認定している
段階、②社会的事実として規範的合意が成立している可能性（準備）が整っている
と認定している段階、③部分的には規範的合意が成立しているものの、社会全体で
は（社会全体の社会的事実としては）まだ成立しているとは言えないと認定してい
る段階、を想定したけれども、４つ目の段階を想定することも可能である。４つ目
の段階とは、裁判官個人、あるいは少数の裁判官が信念としてそれを抱いている段
階のことである。しかし、この４つ目の段階は、本稿で想定した３つの段階とは、
次元を異にしている。なぜなら、ハーバーマスの用語で言えば、本稿で想定した３
つの段階は、社会的世界に属する問題であるが、４つ目の段階は、主観的世界に属
する問題だからである。そして、本稿は、前掲注（１）を議論の前提としているた
め、４つ目の段階を想定することは不要であると考えた。なぜなら、仮に４つ目の
段階として条理法を想定するならば、一円一億が直面した困難に陥ることになるか
らである。詳しくは、前掲注（１）を参照されたい。
62	　今後の課題としては、他にも、以下のものが考えられる。まず、法原則とは何か
を検討していくことが重要である。例えば、本稿において法原則と考えられたも
のを、順次、本稿と同様の検討を進めていくことが必要であると思われる。さしあ
たっては、注60で述べたように、経験則の調査が筆者の課題である。更に、本稿で
の検討によって、「条理」が、民事裁判のみではなく、刑事裁判においても用いら
れていることが明らかとなった。この事実と刑事法源としての条理法源の地位とい
う問題及び明治八年太政官布告第一〇三号裁判官事務心得第三条の刑事法への適用
如何の問題との関連については、例えば、杉山直治郎「明治八年布告第百三号裁判
事務心得と私法法源」『法源と解釈』（有斐閣、�957）90頁（註２）に、「刑事法源と
して慣習法竝に條理法源の地位、刑事に關係する條理裁判の問題は單純に罪刑法定
主義の概念から片附け去り得るものではないと思われるが、茲には此問題には立入
らない」との言及があるが、現在においても、未だ不明のままである。
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　最後に、条理法の生成から見た、法認識の客観性の意味について触れて
おきたい。法解釈とは区別された意味における、法認識の立場にとって決
定的に重要なのは次の点である。条理法の生成という局面においては、規
範的合意の成立の程度としては最も高いもの、すなわち、社会的事実として
規範的合意が成立していると認定している段階にあるものが何よりも肝心な
のではないか、従って、適用系・認定系・推論系における、適用系と関係が
深いということになるのではないかという点である。要するに、適用系に
おいては、J.L.オースティンの特殊理論における事実確認的発言が用いられ
ているのではないかと考えられるのである63。従って、問題は、そこで確認
されている事

、 、

実は何であるのか、更に、実際の裁判において、事実確認的発
言と行為遂行的発言とがどのように関係し合いながら判決が下されているの
かということにあると思われる。言い換えると、適用系・認定系・推論系
が、発話行為論との関係で、実際にどのように機能しているのかを明らかに
していくことが今後の課題であり、その場合、法認識の立場は、適用系と最
も深い関係にあるのではないかということである。但し、以上の検討を行
うには、J.L.オースティンの特殊理論を応用した、行為遂行的発言に関する
H.L.A.ハートの初期の理論で提示された帰属主義という考え方を、確認され
る事

、 、

実との関係で再構成する必要があると思われる64。そして、その再構成
を含めて、以上の検討は今後の課題である。従って、本稿において法原則の
�つとして考えられた「経験則」をはじめとする更なるデータ分析や、ハー
ト理論の再構成などの課題に取り組んで行くことが、法認識の客観性の意味
を明らかにしていくことになるのではないだろうか。

63	　J.L.オースティンの理論に関しては、次の文献を参照されたい。蓮沼啓介「コ
ミュニケーション的理性の批判」神戸法学雑誌56巻4号（2007）、本多康作・前掲
注（�）。
64	　なお、その再構成の試みとしては、拙稿「H.L.A.ハートにおける帰属主義の再
構成の試み－法認識の客観性と帰属主義－」六甲台論集法学政治学篇54巻２号
（2007、近刊）を参照されたい。
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判
例
番
号

枝
番
号

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

�
�

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�
2

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が

条
理

に
か
な
う

2
3

法
例
等
に
直
接
の
定
め
が
な
い
か
ら
，

条
理

に
よ
り
決
す
る

3
4

我
が
国
法
上
の
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
た
め
，

条
理

に
よ
り
定
め
る

3
5

同
解
釈
に
は

条
理

の
観
点
か
ら
採
用
す
る

4
6

そ
の
た
め
の
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
以
上
，

条
理

に
基
づ
い
て

5
7

特
定
の
思
想
，
信
条
や
個
人
的
な
感
情
か
ら
被
上
告
人
に
対
し
て
退
会
を
申
入
れ
る
こ
と
は

条
理

上
許
さ
れ
な
い

7
8

稼
働
能
力
等
の
諸
般
の
事
情
及
び

条
理

に
照
ら
し

8
9

そ
の
性
質
上
、

条
理

と
い
っ
た
抽
象
的
規
範
で
こ
れ
を
評
価
し
定
め
る

8
�0

国
に
対
し
て
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

条
理

が
存
在
す
る

8
��

の
効
果
は
生
じ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が

条
理

に
か
な
う

8
�2

そ
の
よ
う
な

条
理

が
存
在
す
る

9
�3

管
理
す
る
者
と
し
て
、

条
理

上
、
こ
れ
を
安
全
な
状
態
に
保
つ
義
務
を
負
う

�0
�4

稼
働
能
力
等
の
諸
般
の
事
情
及
び

条
理

に
照
ら
し

�0
�5

上
記
の
諸
般
の
事
情
及
び

条
理

に
照
ら
し

��
�6

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

��
�7

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が

条
理

に
適
う

�2
�8

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

�2
�9

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

�2
20

著
し
く
正
義
に
反
し
、

条
理

に
も
悖
る

�3
2�

被
告
ら
に

条
理

上
何
ら
か
の
作
為
を
な
す
べ
き

�4
22

そ
も
そ
も
そ
の
誤
り
を
是
正
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
を
基
礎
付
け
る

�4
23

著
作
権
侵
害
行
為
を
是
正
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
が
発
生
す
る

�4
24

指
導
を
行
う
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
が
発
生
す
る

�4
25

原
告
ら
に
対
し
，

条
理

上
の
作
為
義
務
に
違
反
し
た

�5
26

他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
投
稿
を
削
除
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
る

�6
27

当
事
者
間
の
公
平
，
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�6
28

上
記

条
理

に
か
な
う

�7
29

ま
た
，

条
理

に
よ
っ
て
決
定
す
る

�8
30

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�9
3�

そ
の
と
き
に
は

条
理

に
よ
り
こ
れ
を
決
す
べ
き
で
あ
り

�9
32

条
理
に
よ
り
こ
れ
を
決
す
べ
き
で
あ
り
，

条
理

に
か
な
う

20
33

治
療
義
務
（
転
医
義
務
を
含
む
）
を

条
理

上
負
う

20
34

転
医
さ
せ
る
べ
き
義
務

（
条
理

上
の
転
医
義
務
）
に
反
し
た

2�
35

社
会
通
念
，

条
理

、
公
平
等
の
観
点
に
照
ら
し
て

 表
1　

（
用

語
法

に
よ

る
分

析
）
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表2（用語法による分析、点数の結果−その　）
【0】 【�】 点数 【2】

条理 に
（ニ）

287
-9

「よって」系

よって 39
より �8
よる 5
よれば �
＜小計＞ 63

「適う」系

適う 2�
かなう 20
かなった 3
適い 2
かない 2
かなっている �
適わない �
適合した 2
適合する �
適した 2
適する 2
合する 2
合しない �
合致する 2
合スル	 �
合ヘリ �
適シタル �
適スヘク �
適セサル �
＜小計＞ 67

「基づく」系

基づく �0
基く 3
基づいて �4
もとづいて 2
基づき 9
基き �
もとづく �
基礎をおいて �
＜小計＞ 4�

「反する」系

反する 28
反し 2
反シ �
反して 2
反しない 2
反している �
反せず �
＜小計＞ 37

「従って」系

従って 30
したがって 6
従い 3
従う 3
従えば 2
＜小計＞ 44

「照らし」系
照らし �3
照し 2
照らせば �

1
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表2（用語法による分析、点数の結果−その　）
【0】 【�】 点数 【2】

条理

に
（ニ）

287
-9

「照らし」系 ＜小計＞ �6

「もとる」系

もとる 3
悖る 2
もとり �
＜小計＞ 6

「その他」 �3

上 244

「の義務」系

の義務 28
の作為義務 29
の注意義務 �5
の制約 3
の根拠 3
の権利 2
の制限 2
「その他」 9
＜小計＞ 9�

「当然」系

当然 40
も当然 2
からも当然 �
から言っても当然 �
＜小計＞ 44

「、」系

、右 3
、その 2
、当然 �
「その他」 28
＜小計＞ 34

「許容」系

許容される 2
許容し得ない �
許容しえない �
許されない �
到底許さるべき �
同法の許容するところ �
認められる 6
＜小計＞ �3

「その他」 これを責むべき 3
至当 3
相当 3
離婚 3
負う 3
「その他」 47
＜小計＞ 62

＜小計＞ 53�

等
（など）

28
-3

「に反する」
に反する 8
＜小計＞ 8

「をも斟酌し」
をも斟酌し 3
＜小計＞ 3

「に照らして」系
に照らして 5
に照らし �
＜小計＞ 6

「を基準として」
を基準として 3
＜小計＞ 3

「その他」 から考えて �

2
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表2（用語法による分析、点数の結果−その　）
【0】 【�】 点数 【2】

条理

等
（など）

28
-3 「その他」

の一般条項の適用は �
をも考慮しながら �
を根拠として考える �
によって当該事件につき �
（など）が挙げられ �
（など）の、法運用の �
（など）も妥当する �
＜小計＞ 8

として 20

「是認」系
是認されて来た 4
是認されていた 2
＜小計＞ 6

「の」系

の国際民訴法 �
のわが国の国際民訴法 �
のわが国民法 �
の実質課税の原則 �
＜小計＞ 4

「その他」 �0

と
（ト）

6
-�

いった抽象的規範で 2
解すべきである �
認める �
に基づいた反論文請求権 �
ス �

を
（ヲ）

20
-�

「根拠」系

根拠として 2
根拠とする �
規制権限の根拠とする �
＜小計＞ 4

「尽くす」系
尽（く）した 3
尽して 2
＜小計＞ 5

「適用」系
適用すべき �
適用する �
＜小計＞ 2

「その他」 9

の
（ノ）

20
-�

「観点」系
観点から 3
点からしても �
＜小計＞ 4

「内容」系

内容を捕捉する 2
内容を決する �
内容としても、 �
内容自体の判断が困難であり、 �
＜小計＞ 5

「名によって」系
名によって 4
＜小計＞ 4

「存在」系
存在をただちに肯定しがたい �
存在を認める �
＜小計＞ 2

「現れ」系
現れである �
一つの現われ �
＜小計＞ 2

「その他」

法源性については問題がある �
要求する �
説明ニアラサルナリ �
＜小計＞ 3

で �0 「ある」系 ある 6

3
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表2（用語法による分析、点数の結果−その　）
【0】 【�】 点数 【2】

条理

で �0
「ある」系

あった �
あって �
あり �
＜小計＞ 9

「その他」
なければならない �
＜小計＞ �

が 8

「ある」系 ある 3
「適用」系 適用される 2
「存在」系 存在する 2
「その他」 導き出される �

又は 5

「経験則」系
経験則に反する �
経験則の法則に合致する �

「その他」
事情変更の原則の適用を �
実験側に反しない �
人格権に基づき �

ないし 4
「社会通念」系 健全な社会通念に照らし 2
「慣習」系 慣習等に基づき �

慣習上の義務の存否 �

は 4
、いまだ存在しない 2
、一般的にはその法源性を �
このように機能する �

から 3
いっても �
しても �
消防法八条一項と同一内容 �

及び 3
Ｂ規約二三条の趣旨に 2
信義則上、 �

、 2
社会通念などの �
公平等の観点に照らして �

も 2
亦その基準となり得る �
見出しえない �

ナルモノハ 2
国民ノ性情ト和合セサルヘカラス �
編通的性質ヲ有ス �

換言すれば � 自然的な正義原理は �
そのものから � 直ちに実定法上の �
内容 � の多義性とも絡み �
ナキモノ � ナリ �
ナリ � �
や � 慣習によって �
より � 決定する �
＜小計＞ �44
＜総計＞ 675

4
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表
3　

（「
に

」
系

の
内

容
分

類
）

判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

�
�

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�
2

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が

条
理

に
か
な
う

2
3

準
拠
法
の
決
定

法
例
等
に
直
接
の
定
め
が
な
い
か
ら
，

条
理

に
よ
り
決
す
る

3
4

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
法
上
の
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
た
め
，

条
理

に
よ
り
定
め
る

4
6

法
律
上
の
親
子
関
係

そ
の
た
め
の
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
以
上
，

条
理

に
基
づ
い
て

7
8

不
当
利
得
に
関
す
る
返
還
額

稼
働
能
力
等
の
諸
般
の
事
情
及
び

条
理

に
照
ら
し

8
��

時
効

の
効
果
は
生
じ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が

条
理

に
か
な
う

�0
�4

不
当
利
得
に
関
す
る
返
還
額

稼
働
能
力
等
の
諸
般
の
事
情
及
び

条
理

に
照
ら
し

�0
�5

不
当
利
得
に
関
す
る
返
還
額

上
記
の
諸
般
の
事
情
及
び

条
理

に
照
ら
し

��
�6

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

��
�7

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が

条
理

に
適
う

�2
20

時
効

著
し
く
正
義
に
反
し
、

条
理

に
も
悖
る

�6
27

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
，
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�6
28

国
際
裁
判
管
轄

上
記

条
理

に
か
な
う

�7
29

準
拠
法
の
決
定

ま
た
，

条
理

に
よ
っ
て
決
定
す
る

�8
30

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�9
3�

準
拠
法
の
決
定

そ
の
と
き
に
は

条
理

に
よ
り
こ
れ
を
決
す
べ
き
で
あ
り

�9
32

準
拠
法
の
決
定

条
理
に
よ
り
こ
れ
を
決
す
べ
き
で
あ
り
，

条
理

に
か
な
う

22
37

行
政
上
の
作
為
義
務

火
薬
類
取
締
法
等
の
基
底
を
貫
く

条
理

に
作
為
義
務
の
根
拠
を
求
め
る

26
42

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

26
43

準
拠
法
の
決
定

法
例
等
に
直
接
の
定
め
が
な
い
か
ら
，

条
理

に
基
づ
い
て
決
定
す
べ
き

28
45

行
政
上
の
作
為
義
務

法
令
上
に
具
体
的
な
根
拠
規
定
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
，

条
理

に
よ
り
法
的
義
務
と
し
て
の
作
為
義
務
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

28
46

行
政
上
の
作
為
義
務

作
為
義
務
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ

条
理

に
よ
り
法
的
義
務
と
し
て
の
作
為
義
務
を
認
め
る

28
48

行
政
上
の
作
為
義
務

防
止
す
る
た
め
に
，

条
理

に
よ
り
・
・
・
作
為
義
務
が
あ
っ
た

28
49

除
斥
期
間

そ
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
が

条
理

に
も
か
な
う

28
50

除
斥
期
間

そ
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
が

条
理

に
か
な
う

30
52

民
事
上
の
作
為
義
務

被
害
を
受
け
た
者
に
対
し
，

条
理

に
基
づ
き

39
72

準
拠
法
の
決
定

法
例
等
に
直
接
の
定
め
が
な
い
か
ら
，

条
理

に
基
づ
い
て

4�
73

民
事
上
の
注
意
義
務

組
と
し
て
の
抗
争
時
に
は
，

条
理

に
よ
り
組
員
に
よ
る
他
人
の
生
命
、・
・
・
防
止
す
べ
き

43
75

除
斥
期
間

そ
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
が

条
理

に
も
か
な
う

49
86

時
効

著
し
く
正
義
に
反
し
，

条
理

に
も
悖
る

50
88

除
斥
期
間

そ
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
が

条
理

に
も
か
な
う

50
89

除
斥
期
間

損
害
の
賠
償
に
応
ず
る
こ
と
は
，

条
理

に
も
か
な
う

5�
90

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

5�
9�

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
裁
判
所
に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が

条
理

に
適
う
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表
4　

（「
上

」
系

の
内

容
分

類
）

判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容
分
類

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

5
7

自
治
会
費
支
払
義
務

特
定
の
思
想
，
信
条
や
個
人
的
な
感
情
か
ら
被
上
告
人
に
対
し
て
退
会
を
申
入
れ
る
こ
と
は
条
理

上
許
さ
れ
な
い

9
�3

民
事
上
の
注
意
義
務

管
理
す
る
者
と
し
て
、

条
理

上
、
こ
れ
を
安
全
な
状
態
に
保
つ
義
務
を
負
う

�3
2�

民
事
上
の
作
為
義
務

被
告
ら
に

条
理

上
何
ら
か
の
作
為
を
な
す
べ
き

�4
22

民
事
上
の
作
為
義
務

そ
も
そ
も
そ
の
誤
り
を
是
正
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
を
基
礎
付
け
る

�4
23

民
事
上
の
作
為
義
務

著
作
権
侵
害
行
為
を
是
正
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
が
発
生
す
る

�4
24

民
事
上
の
作
為
義
務

指
導
を
行
う
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
が
発
生
す
る

�4
25

民
事
上
の
作
為
義
務

原
告
ら
に
対
し
，

条
理

上
の
作
為
義
務
に
違
反
し
た

�5
26

民
事
上
の
作
為
義
務

他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
投
稿
を
削
除
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
る

20
33

行
政
上
の
作
為
義
務
（
治
療
義
務
）

治
療
義
務
（
転
医
義
務
を
含
む
）
を

条
理

上
負
う

20
34

行
政
上
の
作
為
義
務
（
治
療
義
務
）

転
医
さ
せ
る
べ
き
義
務

（
条
理

上
の
転
医
義
務
）
に
反
し
た

22
36

行
政
上
の
作
為
義
務

未
然
に
防
止
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
を
負
っ
て
い
る

23
38

民
事
上
の
作
為
義
務
（
説
明
義
務
）

本
件
変
額
保
険
の
勧
誘
に
つ
い
て

条
理

上
認
め
ら
れ
る

24
39

民
事
上
の
作
為
義
務
（
情
報
伝
達
義
務
）

継
続
的
な
取
引
関
係
に
付
随
す
る

条
理

上
の
義
務
・
・
・
あ
っ
た

25
40

民
事
上
の
注
意
義
務

ま
た
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
発
生
し
た
時
に
は
，

条
理

上
、・
・
・
あ
り

25
4�

民
事
上
の
注
意
義
務

を
避
け
る
よ
う
に
指
導
す
る

条
理

上
の
注
意
義
務
（
回
避
義
務
）
を
負
っ
て
い
た

27
44

民
事
上
の
作
為
義
務
（
説
明
義
務
）

少
な
く
と
も

条
理

上
、
説
明
義
務
違
反
の
違
法
事
由
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る

30
53

民
事
上
の
作
為
義
務

直
ち
に
当
該
発
言
を
削
除
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る

3�
54

民
事
上
の
作
為
義
務

当
該
発
言
の
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る

条
理

上
の
作
為
義
務
を
負
う

3�
55

民
事
上
の
作
為
義
務

当
該
発
言
の
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る

条
理

上
の
作
為
義
務
を
負
う

32
56

民
事
上
の
作
為
義
務

少
な
く
と
も

条
理

上
要
求
さ
れ
る

32
57

民
事
上
の
作
為
義
務

誘
導
灯
等
の
非
難
経
路
へ
の
誘
導
設
備
を
設
け
て
お
く
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

33
58

民
事
上
の
作
為
義
務
（
説
明
義
務
）

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
な
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
る

35
60

準
拠
法
の
決
定

な
ぜ
な
ら
，

条
理

上
、
公
法
の
属
地
的
適
用
の
原
則
が
妥
当
す
る

35
6�

準
拠
法
の
決
定

法
例
の
適
用
が
な
い
と
解
し
た
場
合
に
は
，

条
理

上
、
当
時
の
日
本
国
内
法
を
適
用
し
て
判
断
す
べ
き

36
62

民
事
上
の
注
意
義
務

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
引
き
渡
す
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
を
負
う

36
63

民
事
上
の
注
意
義
務

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
引
き
揚
げ
る
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
が
あ
る

36
64

民
事
上
の
注
意
義
務

当
該
幇
助
者
が
幇
助
行
為
を
中
止
す
る

条
理

上
の
義
務
が
あ
り

36
65

民
事
上
の
注
意
義
務

申
込
み
の
有
無
を
確
認
す
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
を
怠
り

36
66

民
事
上
の
注
意
義
務

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
引
き
揚
げ
る
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
に
反
し
て

37
67

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
護
義
務
）

被
告
と
し
て
は
、

条
理

上
も
・
・
・
負
っ
て
い
た

42
74

民
事
上
の
作
為
義
務

直
ち
に
削
除
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
べ
き

条
理

上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る

45
76

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
、・
・
・
支
給
す
る
義
務
が
あ
る

45
77

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）
そ
の
遺
族
に
引
き
渡
す
べ
き
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
の
義
務
が
あ
る

45
78

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）
上
記
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
の
義
務
に
基
づ
い
て

45
79

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）
前
記
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
の
義
務
に
基
づ
い
て
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表
5　

（「
に

」
系

の
内

容
分

類
、

国
際

裁
判

管
轄

）
判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

�
�

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�
2

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が

条
理

に
か
な
う

3
4

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
法
上
の
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
た
め
，

条
理

に
よ
り
定
め
る

��
�6

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

��
�7

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が

条
理

に
適
う

�6
27

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
，
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

�6
28

国
際
裁
判
管
轄

上
記

条
理

に
か
な
う

�8
30

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

26
42

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

5�
90

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

5�
9�

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
裁
判
所
に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が

条
理

に
適
う

58
�0
5

国
際
裁
判
管
轄

国
際
民
事
訴
訟
法
上
の

条
理

に
従
え
ば

63
��
2

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

63
��
3

国
際
裁
判
管
轄

我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
の
が

条
理

に
か
な
う

75
�4
3

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り
、

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

75
�4
4

国
際
裁
判
管
轄

当
該
外
国
判
決
を
我
が
国
が
承
認
す
る
の
が
適
当
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

条
理

に
照
ら
し
て

75
�4
5

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、

条
理

に
か
な
う

76
�4
6

国
際
裁
判
管
轄

わ
が
国
の
国
際
民
事
訴
訟
法
の
基
本
理
念
で
あ
る

条
理

に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

76
�4
7

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
を
失
し
、

条
理

に
反
す
る

80
�5
5

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
基
づ
い
て
、

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

80
�5
6

国
際
裁
判
管
轄

却
っ
て

条
理

に
反
す
る

80
�5
7

国
際
裁
判
管
轄

右
条
理

に
適
う

80
�5
8

国
際
裁
判
管
轄

余
り
に
も
当
事
者
間
の
公
平
を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、

条
理

に
反
す
る

87
�8
3

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て

87
�8
4

国
際
裁
判
管
轄

わ
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
は

条
理

に
か
な
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る

89
�8
6

国
際
裁
判
管
轄

か
え
っ
て

条
理

に
も
と
る

93
�8
9

国
際
裁
判
管
轄

成
文
法
は
な
い
の
で

条
理

に
よ
っ
て
解
釈
す
る

97
�9
6

国
際
裁
判
管
轄

成
文
法
は
な
い
の
で

条
理

に
よ
っ
て
解
釈
す
る

�0
0

20
0

国
際
裁
判
管
轄

こ
の
点
に
つ
い
て
の
明
文
は
な
い
の
で
，

条
理

に
よ
り
解
釈
す
る

�0
6

2�
4

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
、
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て

�0
6

2�
5

国
際
裁
判
管
轄

被
告
に
過
重
な
負
担
を
課
し
、

条
理

に
反
す
る
結
果
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

�0
6

2�
6

国
際
裁
判
管
轄

被
告
に
対
し
過
重
な
負
担
を
課
し
、

条
理

に
反
す
る

�0
6

2�
7

国
際
裁
判
管
轄

被
告
に
過
重
な
負
担
を
課
し
、

条
理

に
反
す
る

��
2

23
7

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
と
裁
判
の
適
正
、
迅
速
な
処
理
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り

条
理

に
従
っ
て
決
定
す
る

��
3

23
8

国
際
裁
判
管
轄

当
事
者
間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
図
る
見
地
か
ら

条
理

に
し
た
が
っ
て
決
定
す
る
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表
6　

（「
上

」
系

の
内

容
分

類
、

作
為

義
務

と
注

意
義

務
）

判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容
分
類

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

9
�3

民
事
上
の
注
意
義
務

管
理
す
る
者
と
し
て
、

条
理

上
、
こ
れ
を
安
全
な
状
態
に
保
つ
義
務
を
負
う

�3
2�

民
事
上
の
作
為
義
務

被
告
ら
に

条
理

上
何
ら
か
の
作
為
を
な
す
べ
き

�4
25

民
事
上
の
作
為
義
務

原
告
ら
に
対
し
，

条
理

上
の
作
為
義
務
に
違
反
し
た

�4
24

民
事
上
の
作
為
義
務

指
導
を
行
う
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
が
発
生
す
る

�4
23

民
事
上
の
作
為
義
務

著
作
権
侵
害
行
為
を
是
正
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
が
発
生
す
る

�4
22

民
事
上
の
作
為
義
務

そ
も
そ
も
そ
の
誤
り
を
是
正
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
を
基
礎
付
け
る

�5
26

民
事
上
の
作
為
義
務

他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
投
稿
を
削
除
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
る

20
33

行
政
上
の
作
為
義
務
（
治
療
義
務
）

治
療
義
務
（
転
医
義
務
を
含
む
）
を

条
理

上
負
う

20
34

行
政
上
の
作
為
義
務
（
治
療
義
務
）

転
医
さ
せ
る
べ
き
義
務

（
条
理

上
の
転
医
義
務
）
に
反
し
た

22
36

行
政
上
の
作
為
義
務

未
然
に
防
止
す
べ
き

条
理

上
の
作
為
義
務
を
負
っ
て
い
る

23
38

民
事
上
の
作
為
義
務
（
説
明
義
務
）

本
件
変
額
保
険
の
勧
誘
に
つ
い
て

条
理

上
認
め
ら
れ
る

24
39

民
事
上
の
作
為
義
務
（
情
報
伝
達
義
務
）

継
続
的
な
取
引
関
係
に
付
随
す
る

条
理

上
の
義
務
・
・
・
あ
っ
た

25
40

民
事
上
の
注
意
義
務

ま
た
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
発
生
し
た
時
に
は
，

条
理

上
、・
・
・
あ
り

25
4�

民
事
上
の
注
意
義
務

を
避
け
る
よ
う
に
指
導
す
る

条
理

上
の
注
意
義
務
（
回
避
義
務
）
を
負
っ
て
い
た

27
44

民
事
上
の
作
為
義
務
（
説
明
義
務
）

少
な
く
と
も

条
理

上
、
説
明
義
務
違
反
の
違
法
事
由
と
な
る

30
53

民
事
上
の
作
為
義
務

直
ち
に
当
該
発
言
を
削
除
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る

3�
55

民
事
上
の
作
為
義
務

当
該
発
言
の
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る

条
理

上
の
作
為
義
務
を
負
う

3�
54

民
事
上
の
作
為
義
務

当
該
発
言
の
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る

条
理

上
の
作
為
義
務
を
負
う

32
57

民
事
上
の
作
為
義
務

誘
導
灯
等
の
非
難
経
路
へ
の
誘
導
設
備
を
設
け
て
お
く
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

32
56

民
事
上
の
作
為
義
務

少
な
く
と
も

条
理

上
要
求
さ
れ
る

33
58

民
事
上
の
作
為
義
務
（
説
明
義
務
）

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
な
す
べ
き

条
理

上
の
義
務
が
あ
る

36
62

民
事
上
の
注
意
義
務

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
引
き
渡
す
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
を
負
う

36
63

民
事
上
の
注
意
義
務

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
引
き
揚
げ
る
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
が
あ
る

36
64

民
事
上
の
注
意
義
務

当
該
幇
助
者
が
幇
助
行
為
を
中
止
す
る

条
理

上
の
義
務
が
あ
り

36
65

民
事
上
の
注
意
義
務

申
込
み
の
有
無
を
確
認
す
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
を
怠
り

36
66

民
事
上
の
注
意
義
務

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
引
き
揚
げ
る
べ
き

条
理

上
の
注
意
義
務
に
反
し
て

37
67

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
護
義
務
）

被
告
と
し
て
は
、

条
理

上
も
・
・
・
負
っ
て
い
た

42
74

民
事
上
の
作
為
義
務

直
ち
に
削
除
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
べ
き

条
理

上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る

45
76

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）

信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
、・
・
・
支
給
す
る
義
務
が
あ
る

45
77

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）

そ
の
遺
族
に
引
き
渡
す
べ
き
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
の
義
務
が
あ
る

45
78

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）

上
記
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
の
義
務
に
基
づ
い
て

45
79

民
事
上
の
作
為
義
務
（
保
険
金
引
渡
し
義
務
）

前
記
信
義
則
（
又
は

条
理
）

上
の
義
務
に
基
づ
い
て

46
80

行
政
上
の
作
為
義
務

法
律
上
の
義
務
や
、

条
理

上
の
義
務
が
あ
る
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表
7　

（
中

間
グ

ル
ー

プ
、「

を
」

系
の

分
類

）
判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

当
初
の
分
類

３
系
統
へ

�9
7

4�
9

反
論
文
掲
載
請
求
権

か
か
る
場
合
に
は

条
理

を
勘
案
し
て
も

そ
の
他

推
論
系

�0
4

2�
2

行
政
上
の
作
為
義
務

本
件
に
お
い
て
は
、

条
理

を
規
制
権
限
の
根
拠
と
す
る
見
解
に
は
に
わ
か
に
左
袒
し
得
な
い

根
拠
系

推
論
系

57
�0
4

戦
後
補
償

国
家
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

条
理

を
憲
法
の
諸
規
定
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

そ
の
他

推
論
系

69
�2
�

戦
後
補
償

裁
判
規
範
と
し
て
の

条
理

を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
他

認
定
系

54
96

行
政
上
の
作
為
義
務

法
令
上
の
根
拠
は
な
く
と
も

条
理

を
根
拠
と
し
て
法
的
義
務
が
生
じ
る
と
す
る
控
訴
人
ら
の
主

張
は
独
自
の
見
解
で
あ
っ
て
、

根
拠
系

推
論
系

�0
4

20
8

行
政
上
の
作
為
義
務

右
の
よ
う
に
そ
の
内
容
の
判
断
が
困
難
で
あ
る

条
理

を
根
拠
と
し
て
右
の
制
限
を
容
認
し
、・
・
・
不
行
使
を
義
務

違
反
と
把
え
る
こ
と
ま
で
は
認
め
が
た
い

根
拠
系

推
論
系

��
7

24
6

自
白
の
任
意
性

検
察
官
に
対
す
る
供
述
調
書
に
よ
れ
ば
、

条
理

を
尽
く
し
た
説
得
の
結
果
、

尽
く
す
系

該
当
せ
ず

28
47

行
政
上
の
作
為
義
務

こ
の
作
為
義
務
は

条
理

を
根
拠
と
す
る
義
務
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
法
令
上
の
担

当
機
関
の
定
め
は
想
定
で
き
な
い

根
拠
系

推
論
系

24
7

50
8

争
議
行
為
（
民
事
）

等
の
言
動
は
、
専
ら

条
理

を
尽
く
し
た
言
論

尽
く
す
系

該
当
せ
ず

32
8

64
8

争
議
行
為
（
刑
事
）

そ
の
方
法
が
平
和
的
で
穏
和
な
説
得
に
よ
り

条
理

を
尽
し
た
も
の

尽
く
す
系

該
当
せ
ず

3�
5

62
6

争
議
行
為
（
刑
事
）

こ
れ
を
看
視
し
平
和
的
に

条
理

を
尽
し
て
自
由
意
思
で
罷
業
に
参
加
す
る
よ
う
説
得
勧
誘

尽
く
す
系

該
当
せ
ず

27
3

54
�

争
議
行
為
（
刑
事
）

一
応

条
理

を
尽
し
て
説
得

尽
く
す
系

該
当
せ
ず

30
9

6�
8

準
拠
法
の
決
定

右
民
法
の
条
項
と
同
一
内
容
の

条
理

を
適
用
す
べ
き

適
用
系

適
用
系

30
2

60
6

準
拠
法
の
決
定

民
法
の
認
め
る
限
度
に
お
い
て
、

条
理

を
適
用
す
る

適
用
系

適
用
系

2�
9

46
2

国
際
裁
判
管
轄

わ
が
国
法
上
の
国
際
裁
判
管
轄
の
原
則
な
い
し

条
理

を
見
出
し
、
法
規
の
不
備
、
欠
缺
を
補
充
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

そ
の
他

認
定
系

28
5

56
7

税
法
上
の
義
務
違
反

右
所
得
税
法
第
三
条
の
二
、
法
人
税
法
第
七
条

の
三
は
租
税
法
上
の

条
理

を
明
文
化
し
た
に
止
ま
り
、
之
に
よ
っ
て
新
に
実
質
課
税
の
原
則

を
設
定
し
た
も
の
で
は
な
い

そ
の
他

適
用
系

�8
0

39
0

契
約
の
解
釈

一
般
条
項
な
い
し

条
理

を
も
つ
て
実
質
上
右
約
定
を
無
視
す
る
よ
う
な
解
釈
を
施
す

そ
の
他

適
用
系

69
�2
4

戦
後
補
償

よ
っ
て
、

条
理

を
理
由
と
す
る
原
告
ら
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い

そ
の
他

該
当
せ
ず

24
5

50
5

子
の
監
護
権

事
件
本
人
が
成
人
し
て
自
ら

条
理

を
弁
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
そ
れ
と
の
面
接
を
避
け
、

そ
の
他

該
当
せ
ず

34
5

66
�

船
舶
救
助
報
酬
請
求
権

是
レ

条
理

ヲ
誤
解
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ

そ
の
他

適
用
系
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表
8　

（
中

間
グ

ル
ー

プ
、「

の
」

系
の

分
類

）
判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

当
初
の
分
類

3系
統
へ

28
5

56
6

税
法
上
の
義
務
違
反

実
質
に
よ
り
決
定
す
べ
き
も
の
と
す
る
租
税
法
上

の
条
理

の
現
れ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
き
る

現
れ
系

推
論
系

56
�0
�

戦
後
補
償

控
訴
人
ら
の
い
う
道
義
な
い
し

条
理

の
観
点
か
ら
、
控
訴
人
ら
に
憲
法
上
又
は
条
理
上
の
直
接
の
国
家
補

償
請
求
権
を
認
め
る

観
点
系

推
論
系

20
9

44
3

準
拠
法
の
決
定

上
記
の
よ
う
な

条
理

の
観
点
か
ら
、
マ
レ
ー
シ
ア
国
に
お
い
て
許
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か

観
点
系

推
論
系

23
4

49
0

戦
後
補
償

当
然
に
被
控
訴
人
に
お
い
て
こ
れ
を
負
担
す
べ
き

で
あ
る
と
の

条
理

の
存
在
は
た
だ
ち
に
肯
認
し
が
た
い

存
在
系

適
用
系

73
�3
8

戦
後
補
償

戦
争
犠
牲
・
被
害
に
つ
い
て
国
家
補
償
を
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る

条
理

の
存
在
を
認
め
る
に
至
ら
な
い

存
在
系

適
用
系

64
��
5

閲
覧
請
求
権

関
連
法
令
や
団
体
と
し
て
あ
る
べ
き

条
理

の
点
か
ら
し
て
も
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い

観
点
系

推
論
系

�6
6

35
5

準
拠
法
の
決
定

本
件
に
適
用
す
べ
き

条
理

の
内
容
と
し
て
も
、・
・
・
転
売
利
益
を
含
ま
な
い
も
の
と
解
す
る

内
容
系

認
定
系

�6
6

35
4

準
拠
法
の
決
定

イ
ン
ド
は
英
法
系
に
属
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る

の
で
、

条
理

の
内
容
を
決
す
る
に
つ
い
て
は
英
法
（
な
い
し
英
米
法
）
が
参
酌
さ

れ
る
べ
き

内
容
系

認
定
系

�9
9

42
7

準
拠
法
の
決
定

右
北
鮮
の
法
令
の
大
要
を
考
慮
に
入
れ
、
こ
れ
を

一
般
的
な

条
理

の
内
容
を
補
足
す
る

内
容
系

認
定
系

�9
9

43
0

準
拠
法
の
決
定

右
北
鮮
の
法
令
を
考
慮
に
入
れ
、
こ
れ
を
一
般
的

な
条
理

の
内
容
を
補
足
す
る

内
容
系

認
定
系

�6
8

36
5

国
籍
付
与

司
法
府
で
あ
る
裁
判
所
は
、

条
理

の
名
に
よ
っ
て
、
特
定
の
基
準
を
採
用
し
て
こ
れ
を
実
在
の
法
と
し

て
適
用
す
る

名
に
よ
っ
て
系
認
定
系

�6
9

37
0

国
籍
付
与

司
法
府
で
あ
る
裁
判
所
は
、

条
理

の
名
に
よ
っ
て
、
特
定
の
基
準
を
採
用
し
て
こ
れ
を
実
在
の
法
と
し

て
適
用
す
る

名
に
よ
っ
て
系
認
定
系

�6
8

36
4

国
籍
付
与

立
法
者
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

条
理

の
名
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
選
択
決
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
る

名
に
よ
っ
て
系
認
定
系

�6
9

36
9

国
籍
付
与

立
法
者
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

条
理

の
名
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
選
択
決
定
す
る

名
に
よ
っ
て
系
認
定
系

�9
7

42
�

反
論
文
掲
載
請
求
権

こ
れ
を

条
理

の
一
つ
の
現
わ
れ

現
れ
系

推
論
系

23
2

48
2

戦
中
の
土
地
の
売
渡

（
二
）
条
理
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て
。

条
理

の
法
源
性
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る

そ
の
他

（
法
源
性
）

3�
7

63
3

戦
中
の
土
地
の
売
渡

可
及
的
公
平
に
土
地
買
受
の
機
会
を
与
え
る
よ
う

施
策
す
る
こ
と
は

条
理

の
要
求
す
る

そ
の
他

認
定
系

3
5

国
際
裁
判
管
轄

同
解
釈
に
は

条
理

の
観
点
か
ら
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

観
点
系

推
論
系

�0
4

20
7

行
政
上
の
作
為
義
務

条
理
を
規
制
権
限
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
に
つ
い
て
は
、

条
理

の
内
容
自
体
の
判
断
が
困
難
で
あ
り
、

内
容
系

認
定
系

34
5

66
9

船
舶
救
助
報
酬
請
求
権

是
レ
畢
竟
立
法
論
ニ
外
ナ
ラ
ス
断
シ
テ

条
理

ノ
説
明
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ

そ
の
他

適
用
系
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表
9　

（
中

間
グ

ル
ー

プ
、「

と
・

と
し

て
」

系
の

分
類

）
判
例
番
号

枝
番
号

判
決
内
容

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

当
初
の
分
類

3系
統
へ

2�
4

45
2

弁
護
人
の
在
廷
義
務

こ
の
点
は
、
当
然
の

条
理

と
し
て
、
検
察
官
の
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
置

か
な
か
つ
た

そ
の
他

認
定
系

2�
9

46
5

国
際
裁
判
管
轄

わ
が
国
法
上
の
国
際
管
轄
を
支
配
す
る

条
理

と
し
て
肯
認
で
き
な
い

そ
の
他

認
定
系

72
�3
2

戦
後
補
償

原
告
が

条
理

と
し
て
主
張
す
る

そ
の
他

該
当
せ
ず

29
3

59
0

税
法
上
の
義
務
違
反

従
来

条
理

と
し
て
所
得
税
法
、
法
人
税
法
に
潜
在
し
て
い
た

そ
の
他

適
用
系

25
3

5�
4

税
法
上
の
義
務
違
反

同
法
規
制
定
前
か
ら
税
法
上

条
理

と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
た

是
認
系

適
用
系

25
5

5�
6

税
法
上
の
義
務
違
反

第
一
審
判
決
は
税
法
上
古
く
か
ら

条
理

と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
た

是
認
系

適
用
系

28
�

55
2

税
法
上
の
義
務
違
反

該
原
則
は
我
国
の
税
法
上
早
く
か
ら
内
在
す
る

条
理

と
し
て
是
認
さ
れ
て
来
た

是
認
系

適
用
系

28
�

55
3

税
法
上
の
義
務
違
反

従
来
所
得
税
法
に
内
在
す
る

条
理

と
し
て
是
認
さ
れ
て
来
た

是
認
系

適
用
系

28
�

55
8

税
法
上
の
義
務
違
反

従
来
所
得
税
法
に
内
在
す
る

条
理

と
し
て
是
認
さ
れ
て
来
た

是
認
系

適
用
系

28
�

55
9

税
法
上
の
義
務
違
反

右
九
原
則
な
る
も
の
は
従
来
よ
り
税
法
に
内
在
す

る
条
理

と
し
て
是
認
さ
れ
て
来
た

是
認
系

適
用
系

29
3

59
�

税
法
上
の
義
務
違
反

九
原
則
は
そ
の
発
表
当
時
ま
だ
成
文
化
さ
れ
て
は

い
な
か
つ
た
が
、
租
税
法
の
中
に

条
理

と
し
て
潜
在
し
て
い
た

そ
の
他

適
用
系

27
�

53
9

税
法
上
の
義
務
違
反

原
判
決
は
右
の
よ
う
に
古
く
か
ら

条
理

と
し
て
存
在
し

そ
の
他

適
用
系

69
�2
3

戦
後
補
償

賠
償
請
求
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に

条
理

と
し
て
高
め
ら
れ
て
い
る
と
は
、
未
だ
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

そ
の
他

認
定
系

26
�

52
6

準
拠
法
の
決
定

す
な
わ
ち
準
拠
法
欠
缺
の
場
合
に
該
当
す
る
か
ら

結
局

条
理

と
し
て
日
本
国
民
法
を
適
用
す
べ
き

そ
の
他

認
定
系

�2
2

26
2

国
際
裁
判
管
轄

わ
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
権
は
、

条
理

と
し
て
の
国
際
民
訴
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る

の
系

認
定
系

�2
2

26
6

国
際
裁
判
管
轄

事
案
の
適
切
な
解
明
、
両
当
事
者
の
公
平
、
能
率

的
な
裁
判
等
を
実
現
す
る
た
め
の

条
理

と
し
て
の
わ
が
国
の
国
際
民
訴
法
の
一
般
原
則
か
ら
も
・
・
・
右
管
轄
権

が
な
い

の
系

認
定
系

�8
4

39
6

準
拠
法
の
決
定

結
局
、

条
理

と
し
て
の
我
国
民
法
を
適
用
せ
ざ
る
を
得
ず

の
系

認
定
系

28
�

55
4

税
法
上
の
義
務
違
反

課
税
当
局
の
裁
量
的
行
為
を
極
力
排
斥
し
よ
う
と

す
る
立
場
よ
り
、

条
理

と
し
て
の
実
質
課
税
の
原
則
の
存
在
を
否
定
し

の
系

認
定
系

�6
6

35
6

準
拠
法
の
決
定

本
件
に
適
用
す
べ
き

条
理

と
し
て
も
妥
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い

も
系

認
定
系

26
6

53
2

準
拠
法
の
決
定

申
立
人
を
認
知
す
る
こ
と
は

条
理

と
し
て
も
当
然
で
あ
り
、
相
手
方
の
準
拠
法
で
あ
る
日
本
民
法
に
よ
う
る

も
正
当
で
あ
る

も
系

認
定
系

8
9

戦
後
補
償

そ
の
性
質
上
、

条
理

と
い
っ
た
抽
象
的
規
範
で
こ
れ
を
評
価
し
定
め
る

と
系

認
定
系

�9
7

4�
9

反
論
文
掲
載
請
求
権

換
言
す
れ
ば
原
告
自
体
、
名
誉
毀
損
に
至
ら
な
い

場
合
の
人
格
権
と

条
理

と
に
基
づ
い
た
反
論
文
請
求
権
の
論
拠
の
弱
さ
を
自
認
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か

と
系

（
並
列
）

69
�2
2

戦
後
補
償

こ
れ
ら
の
事
項
を

条
理

と
い
っ
た
抽
象
的
規
範
で
定
め
る

と
系

認
定
系

2�
9

46
3

国
際
裁
判
管
轄

で
あ
る
こ
と
は
当
然
の

条
理

と
解
す
べ
き
で
あ
る

と
系

認
定
系

2�
9

46
4

国
際
裁
判
管
轄

わ
が
国
法
上
の
原
則
な
い
し

条
理

と
認
め
る

と
系

認
定
系

34
6

67
3

差
押
え
の
違
法
性

執
達
吏
ハ
之
カ
差
押
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ヲ
以
テ
当
然
ノ

条
理

ト
ス

と
系

認
定
系
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表
10

　（
中

間
グ

ル
ー

プ
、「

で
」

系
の

分
類

）
判
例
番
号

枝
番
号

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

当
初
の
分
類

3系
統
へ

29
3

58
9

右
原
則
は
所
得
税
法
、
法
人
税
法
に
潜
在
す
る

条
理

で
あ
っ
た

あ
る
系

適
用
系

28
�

56
0

吾
国
税
法
に
内
在
す
る
指
導
理
念
と
し
て
従
来
是
認
さ
れ
て
来
た

条
理

で
あ
っ
て

あ
る
系

適
用
系

29
3

58
5

租
税
法
に
お
け
る

条
理

で
あ
り

あ
る
系

適
用
系

24
0

49
9

結
局
本
訴
に
お
け
る
父
に
つ
い
て
の
準
拠
法
は

条
理

で
あ
る

あ
る
系

認
定
系

27
�

53
8

基
本
的
な

条
理

で
あ
る

あ
る
系

認
定
系

28
5

56
4

特
別
の
明
文
を
俟
つ
ま
で
も
な
い
租
税
法
上
の

条
理

で
あ
る

あ
る
系

適
用
系

29
3

58
7

こ
の
こ
と
は
所
得
税
法
、
法
人
税
法
を
貫
く
最
も
大
き
な

条
理

で
あ
る

あ
る
系

適
用
系

30
2

60
4

夫
た
る
被
告
の
本
国
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
本
訴
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
は

条
理

で
あ
る

あ
る
系

認
定
系

28
5

56
3

租
税
負
担
公
平
の
原
則
は
時
代
を
問
は
ず
、
租
税
法
の
最
も
重
要
な
基
本
的

条
理

で
あ
る

あ
る
系

適
用
系

24
�

50
�

生
命
の
貴
重
に
対
す
る

条
理

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
他

認
定
系

表
11

　（
中

間
グ

ル
ー

プ
、「

が
」

系
の

分
類

）
判
例
番
号

枝
番
号

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

当
初
の
分
類

3系
統
へ

56
�0
2

前
記
道
義
の
観
点
か
ら
導
か
れ
る
べ
き
一
定
の

条
理

が
あ
る

あ
る
系

適
用
系

�3
�

29
5

慣
習
、

条
理

が
あ
る

あ
る
系

適
用
系

28
7

57
�

そ
の
除
名
手
続
を
無
効
と
す
る

条
理

が
あ
る

あ
る
系

適
用
系

8
�2

そ
の
よ
う
な

条
理

が
存
在
す
る

存
在
系

適
用
系

70
�2
6

日
本
国
憲
法
的
な

条
理

が
適
用
さ
れ
る

適
用
系

適
用
系

70
�2
7

そ
の
よ
う
な
憲
法
的

条
理

が
適
用
さ
れ
る

適
用
系

適
用
系

60
�0
9

憲
法
の
諸
規
定
か
ら
こ
の
よ
う
な

条
理

が
導
き
出
さ
れ
る

そ
の
他

推
論
系

8
�0

国
に
対
し
て
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

条
理

が
存
在
す
る

存
在
系

適
用
系
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表
12

　（
少

数
グ

ル
ー

プ
）

判
例
番
号

枝
番
号

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

３
系
統
へ

73
�3
5

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

条
理
は

、
い
ま
だ
存
在
し
な
い

適
用
系

69
�2
0

（
一
二
）
条
理
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て

条
理
は

、
一
般
的
に
は
そ
の
法
源
性
を
肯
定
で
き
る

（
法
源
性
）

60
�0
8

国
に
対
し
て
国
家
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

条
理
は

い
ま
だ
存
在
し
な
い

適
用
系

�9
7

42
2

換
言
す
れ
ば

条
理
は

こ
の
よ
う
に
機
能
す
る

推
論
系

22
2

46
9

の
よ
う
に
解
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

条
理
か
ら

い
っ
て
も

推
論
系

34
59

社
会
生
活
上
の

条
理
か
ら

し
て
も
・
・
・
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
・
・
・
す
べ
き

推
論
系

�3
7

30
7

契
約
関
係
あ
る
い
は

条
理
か
ら

消
防
法
八
条
一
項
と
同
一
内
容
の
義
務
が
特
定
の
者
に
生
じ
る

推
論
系

3�
9

63
6

元
来

条
理
換
言
す
れ
ば

自
然
的
な
正
義
原
理
は
・
・
・
実
定
法
規
範
も
大
局
的
に
は
こ
れ
が
表

現
で
あ
る

（
換
言
す
れ
ば
）

3�
9

63
7

そ
れ
が
実
定
法
上
の
細
目
の
規
定
に
よ
つ
て
具
体
的
に
表
現
さ
れ
な
い
限
り

条
理
そ
の
も
の
か
ら
直
ち
に
実
定
法
上
の
具
体
的
な
権
利
を
認
め
る

推
論
系

�0
4

2�
�

制
限
と
い
っ
た
直
接
的
な
行
為
を
容
認
す
る
こ
と
は
、

条
理
内
容

の
多
義
性
と
も
絡
み

認
定
系

34
8

67
5

或
ル
一
定
ノ
人
ニ
専
属
ス
ル
証
拠
ナ
ケ
レ
ハ
ト
テ
他
人
カ
擅
ニ
之
ヲ
使
用
シ
得

ヘ
キ

条
理
ナ
キ
モ
ノ

ナ
リ

適
用
系

34
5

67
2

故
ニ
原
院
カ
救
助
者
ニ
報
酬
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
海
上
法
上
ノ

条
理
ナ
リ

適
用
系

28
5

56
5

租
税
実
体
法
上
の
概
念
と
し
て
租
税
公
平
負
担
の

条
理
よ
り

決
定
す
る

推
論
系

34
5

66
2

蓋
シ

条
理
ナ
ル
モ
ノ
ハ

国
民
ノ
性
情
ト
和
合
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

（
条
理
ナ
ル
モ
ノ
）

34
5

66
4

之
カ
報
酬
ヲ
強
求
ス
ル
ノ
権
利
ア
リ
ト
信
ス
ル
者
ハ
絶
無
ナ
ラ
ン
又

条
理
ナ
ル
モ
ノ
ハ

編
通
的
性
質
ヲ
有
ス

（
条
理
ナ
ル
モ
ノ
）
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表
13

　（
並

列
グ

ル
ー

プ
）

判
例
番
号

枝
番
号

【
-�
】

【
0】

【
�】

【
2】

�0
8

22
9

慣
習
、

条
理

等
に
照
ら
し
て

��
9

25
�

慣
習
や

条
理

等
を
根
拠
と
し
て
考
え
る

20
9

44
2

当
該
国
法
秩
序
の
全
体
か
ら
み
た
拡
張
・
類
推
解
釈
、

条
理

等
に
よ
っ
て
当
該
事
件
に
つ
き

25
6

5�
7

労
使
双
方
を
支
配
す
る
衡
平
の
原
則
乃
至
は
法
秩
序
全
体
を
支
配
す
る

条
理

等
か
ら
考
え
て

25
6

5�
9

前
記
衡
平
の
原
則
や

条
理

等
に
照
ら
し

�0
8

22
�

慣
習
、

条
理

等
に
照
ら
し
て

�0
8

22
2

慣
習
、

条
理

等
に
照
ら
し
て

�0
8

22
4

慣
習
、

条
理

等
に
照
ら
し
て

�0
8

22
8

慣
習
、

条
理

等
に
照
ら
し
て

�0
8

22
7

慣
習
、

条
理

等
を
基
準
と
し
て
・
・
・
決
す
べ
き

�0
8

22
0

慣
習
、

条
理

等
を
基
準
と
し
て
決
す
べ
き

�0
8

22
3

慣
習
、

条
理

等
を
基
準
と
し
て
決
す
べ
き

92
�8
8

し
か
し
な
が
ら
、

条
理

等
の
一
般
条
項
の
適
用
は
・
・
・
特
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず

77
�4
9

慣
習
・

条
理

等
を
も
斟
酌
し

77
�5
0

慣
習
・

条
理

等
を
も
斟
酌
し

77
�5
�

慣
習
や

条
理

等
を
も
考
慮
し
な
が
ら

77
�5
2

慣
習
・

条
理

等
を
も
斟
酌
し

59
�0
6

憲
法
、
条
約
、

条
理

等
に
反
す
る

49
85

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

38
68

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

38
69

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

38
70

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

38
7�

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

�2
�8

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

�2
�9

著
し
く
正
義
・
公
平
・

条
理

等
に
反
す
る

��
9

24
9

法
令
の
み
な
ら
ず
、
契
約
、
慣
習
、

条
理

な
ど

も
妥
当
す
る

��
9

25
0

法
令
の
ほ
か
、
契
約
、
慣
習
、

条
理

な
ど

が
挙
げ
ら
れ

22
5

47
4

基
本
的
人
権
の
尊
重
・
権
利
濫
用
の
禁
止
・
公
共
の
福
祉
の
維
持
・
公
序
良
俗
・
信
義
則
・

条
理

な
ど

の
、
法
運
用
の
一
般
原
則
を
も
と
り
入
れ
て

3�
0

62
�

記
録
を
調
査
す
る
も
原
判
決
の
採
証
、
認
定
に
は
何
ら

条
理

又
は

経
験
則
に
反
す
る

3�
0

6�
9

に
基
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
共
に

条
理

又
は

経
験
則
の
法
則
に
合
致
す
る

3�
0

62
0

そ
れ
が

条
理

又
は

実
験
則
に
反
し
な
い

�4
6

33
0

こ
の
前
提
な
く
し
て

条
理

又
は

人
格
権
に
基
づ
き

29
5�

し
た
が
っ
て
，

条
理

又
は

事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
を
根
拠
と
す
る

�2
0

25
5

法
律
、
慣
習
、

条
理

な
い
し

健
全
な
社
会
通
念
に
照
ら
し

�2
0

25
6

法
律
、
慣
習
、

条
理

な
い
し

健
全
な
社
会
通
念
に
照
ら
し

��
9

25
3

こ
の
よ
う
な

条
理

な
い
し

慣
習
上
の
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
に

��
9

25
2

個
人
に
対
す
る
権
利
侵
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、

条
理

な
い
し

慣
習
等
に
基
づ
き

�8
8

40
2

教
育

条
理

及
び

信
義
則
上
、・
・
・
身
体
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
の

62
��
�

実
質
的
に
保
護
を
与
え
な
い
と
い
う
、

条
理

及
び

Ｂ
規
約
二
三
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て

6�
��
0

実
質
的
に
保
護
を
与
え
な
い
と
い
う
、

条
理

及
び

Ｂ
規
約
二
三
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て

2�
3

45
�

法
秩
序
の
根
本
に
遡
り
、

条
理

、
社
会
通
念
な
ど
の
一
般
原
則
に
照
し
て

2�
35

社
会
通
念
，

条
理

、
公
平
等
の
観
点
に
照
ら
し
て

28
�

55
6

成
文
の
み
に
限
ら
ず
同
法
に
内
在
す
る

条
理

も
亦
そ
の
基
準
と
な
り
得
る

59
�0
7

他
に
直
接
国
に
対
し
補
償
請
求
が
で
き
る
と
す
る

条
理

も
見
出
し
え
な
い

64
��
4

民
法
そ
の
ほ
か
の
法
令
な
い
し

条
理

や
慣
習
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
す
る

�9
7

4�
9

換
言
す
れ
ば
原
告
自
体
、
名
誉
毀
損
に
至
ら
な
い
場
合
の
人
格
権
と

条
理

と
に
基
づ
い
た
反
論
文
請
求
権
の
論
拠
の
弱
さ
を



判決文における「条理」の意味

�35

表
14

　（
並

列
グ

ル
ー

プ
の

下
位

分
類

）
【
0】

【
�】

【
2】

条
理

等
（
な
ど
）

28 -3

「
に
反
す
る
」
系

に
反
す
る

8
＜
小
計
＞

8

「
を
も
斟
酌
し
」
系

を
も
斟
酌
し

3
＜
小
計
＞

3

「
に
照
ら
し
て
」
系

に
照
ら
し
て

4
に
照
ら
し

�
＜
小
計
＞

5

「
を
基
準
と
し
て
」
系

を
基
準
と
し
て

3
＜
小
計
＞

3

「
そ
の
他
」

か
ら
考
え
て

�
の
一
般
条
項
の
適
用
は

�
を
も
考
慮
し
な
が
ら

�
を
根
拠
と
し
て
考
え
る

�
に
よ
っ
て
当
該
事
件
に
つ
き

�
（
な
ど
）
が
挙
げ
ら
れ

�
（
な
ど
）
の
、
法
運
用
の

�
（
な
ど
）
も
妥
当
す
る

�
＜
小
計
＞

8

又
は

5

「
経
験
則
」
系

経
験
則
に
反
す
る

�
経
験
則
の
法
則
に
合
致
す
る

�

「
そ
の
他
」

事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
を

�
実
験
側
に
反
し
な
い

�
人
格
権
に
基
づ
き

�

な
い
し

4
「
社
会
通
念
」
系

健
全
な
社
会
通
念
に
照
ら
し

2

「
慣
習
」
系

慣
習
等
に
基
づ
き

�
慣
習
上
の
義
務
の
存
否

�

及
び

3
「
Ｂ
規
約
二
三
条
の
趣
旨
」
系

Ｂ
規
約
二
三
条
の
趣
旨
に

2
信
義
則
上
、

�

、
2

社
会
通
念
な
ど
の
一
般
原
則
に
照
ら
し
て

�
公
平
等
の
観
点
に
照
ら
し
て

�

も
2

亦
そ
の
基
準
と
な
り
得
る

�
見
出
し
え
な
い

�
や

�
慣
習
に
よ
っ
て

�
と

�
に
基
づ
い
た
反
論
文
請
求
権

�
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添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名
� 婚姻取消、婚姻無効確認等反訴請求控訴事件 東京高裁平成�8年4月�3日判決
2 不正競争仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 知財高裁平成�7年�2月27日決定
3 親権者指定申立却下審判に対する抗告事件 東京高裁平成�7年��月24日決定
4 認知請求事件 東京地裁平成�7年9月29日判決
5 自治会費等請求事件 最高裁平成�7年4月26日第三小法廷判決
6 債務不存在確認等、同反訴請求控訴事件 東京高裁平成�7年3月3�日判決
7 損害賠償請求事件 津地裁平成�7年2月�7日判決
8 損害賠償請求控訴事件（旧三菱徴用工事件控訴審判決） 広島高裁平成�7年�月�9日判決
9 損害賠償請求控訴、附帯控訴事件 東京高裁平成�6年�2月22日判決
�0 損害賠償請求事件 最高裁平成�6年��月5日判決
�� 貸金請求事件 東京地裁平成�6年�0月25日判決
�2 損害賠償請求控訴事件 広島高裁平成�6年7月9日判決
�3 慰謝料請求事件 大阪地裁平成�6年7月7日判決
�4 損害賠償請求事件 東京地裁平成�6年3月30日判決
�5 損害賠償等請求事件 東京地裁平成�6年3月26日判決
�6 損害賠償等請求控訴事件 東京高裁平成�6年2月25日判決

�7 特許権持分移転登録手続等請求事件（味の素アスパルテーム職務発明事件第
一審判決） 東京地裁平成�6年2月24日判決

�8 離婚等請求事件 東京地裁平成�6年�月30日判決
�9 各補償金請求控訴事件（日立製作所職務発明事件控訴審判決） 東京高裁平成�6年�月29日判決
20 損害賠償請求事件 東京地裁平成�6年�月22日判決
2� 損害賠償請求控訴事件 福岡高裁平成�6年�月20日判決
22 損害賠償請求事件 横浜地裁平成�5年�2月�5日判決
23 債務不存在確認等、同反訴請求控訴事件 東京高裁平成�5年�2月�0日判決
24 損害賠償請求控訴、附帯控訴事件 東京高裁平成�5年��月�2日判決
25 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 大阪高裁平成�5年�0月30日判決
26 営業誹謗行為差止等請求事件（サンゴ砂事件） 東京地裁平成�5年�0月�6日判決
27 ≪データベースに事件名の記載なし≫ 大阪地裁平成�5年�0月�6日判決
28 損害賠償請求事件 東京地裁平成�5年9月29日判決
29 賃金請求事件（東豊観光（賃金減額）事件） 大阪地裁平成�5年9月3日判決
30 損害賠償等請求事件 東京地裁平成�5年7月�7日判決
3� 損害賠償等請求事件 東京地裁平成�5年6月26日判決
32 損害賠償請求事件 神戸地裁平成�5年5月20日判決
33 損害賠償請求事件 東京地裁平成�5年4月2�日判決
34 詐欺被告事件 最高裁平成�5年3月�2日第二小法廷決定
35 損害賠償等請求事件 東京地裁平成�5年3月��日判決
36 著作権侵害差止請求事件（通信カラオケ差止事件） 大阪地裁平成�5年2月�3日判決
37 損害賠償請求事件 名古屋地裁平成�4年�0月30日判決
38 損害賠償請求事件（米軍横須賀基地じん肺訴訟第一審判決） 横浜地裁平成�4年�0月７日判決
39 損害賠償等請求事件 最高裁平成�4年9月26日第一小法廷判決
40 会計帳簿等閲覧謄写等請求事件 東京地裁平成�4年9月26日判決
4� 損害賠償請求事件 京都地裁平成�4年9月��日判決
42 損害賠償等請求事件（動物病院対２ちゃんねる事件） 東京地裁平成�4年6月26日判決
43 損害賠償等請求事件 福岡地裁平成�4年4月26日判決
44 会計帳簿閲覧等請求事件 福島地裁平成�4年4月24日判決
45 保険金引渡請求事件 名古屋地裁平成�4年4月24日判決
46 損害賠償請求控訴事件 東京高裁平成�4年4月�0日判決
47 損害賠償請求控訴事件 名古屋高裁平成�3年�2月��日判決

48 損害賠償請求・反訴各請求控訴事件、附帯控訴事件（ニフティサーブ事件控
訴審判決） 東京高裁平成�3年9月5日判決

1
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添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名

49 損害賠償請求控訴、民事訴訟法２６０条２項による仮執行の原状回復及び損
害賠償請求事件（筑豊じん肺訴訟控訴審判決) 福岡高裁平成�3年7月�9日判決

50 損害賠償請求事件（中国人強制連行国家賠償請求訴訟第一審判決） 東京地裁平成�3年７月�2日判決
5� 特許権侵害差止請求事件 東京地裁平成�3年5月�4日判決
52 著作権侵害差止等請求事件 最高裁平成�3年3月2日第二小法廷判決
53 審決取消請求事件 東京高裁平成�2年��月７日判決
54 銚子無線局廃止差止等請求控訴事件 東京高裁平成�2年�0月27日判決
55 損害賠償請求事件 東京地裁平成�2年9月25日判決
56 公式陳謝等請求控訴事件 東京高裁平成�2年8月3�日判決
57 ＢＣ級戦犯公式陳謝等請求事件 東京高裁平成�2年5月25日判決
58 自動車引渡等請求控訴事件 東京高裁平成�2年2月3日判決
59 恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 東京高裁平成��年�2月27日判決
60 韓国・朝鮮人ＢＣ級戦犯者の国家補償等請求上告事件 最高裁平成��年�2月20日第一小法廷判決
6� 裁決取消等請求事件 東京地裁平成��年��月�2日判決
62 法務大臣裁決取消等請求事件 東京地裁平成��年��月�2日判決
63 離婚請求事件 東京地裁平成��年��月4日判決
64 会計帳簿等閲覧等請求控訴事件 名古屋高裁平成��年9月30日判決
65 損害賠償請求事件 宮崎地裁平成��年9月20日判決
66 損害賠償請求事件 横浜地裁平成��年6月23日判決
67 損害賠償請求事件 東京地裁平成��年4月28日判決
68 損害賠償等請求事件 東京地裁平成��年4月22日判決
69 損害賠償等請求事件 広島地裁平成��年3月25日判決
70 ＢＣ級戦犯公式陳謝等請求事件 東京地裁平成��年3月24日判決
7� 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 広島高裁平成�0年9月22日判決
72 恩給請求棄却処分取消請求事件 東京地裁平成�0年7月3�日判決

73 韓国・朝鮮人ＢＣ級戦犯者の国家補償等請求控訴事件（韓国・朝鮮人ＢＣ級
戦犯訴訟控訴審判決） 東京高裁平成�0年7月�3日判決

74 損害賠償請求事件 東京地裁平成�0年5月27日判決
75 執行判決請求事件 最高裁平成�0年4月28日第三小法廷判決
76 執行判決請求事件 東京地裁平成�0年2月�3日判決
77 損害賠償請求控訴事件 大阪高裁平成�0年�月29日判決

78 損害賠償請求事件（高塚高校保護者会テープ等開示拒否国賠訴訟第一審判
決） 神戸地裁平成9年�2月8日判決

79 不当利得返還請求控訴事件 福岡高裁平成9年�2月4日判決
80 契約上の地位確認請求事件 大阪地裁平成9年�0月23日判決
8� 不当利得返還等請求事件 那覇地裁平成9年8月20日判決
82 損害賠償請求事件（大韓航空機撃墜事件） 東京地裁平成9年7月�6日判決
83 損害賠償請求事件（ニフティサーブ事件第一審判決） 東京地裁平成9年5月26日判決
84 文書提出命令申立事件 千葉地裁平成8年�2月�9日決定

85 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求控訴
事件（水俣病認定遅延損害賠償請求事件差戻後控訴審判決）

福岡高裁平成8年9月27日判決（差戻控訴
審）

86 国家補償等請求事件（韓国・朝鮮人ＢＣ級戦犯訴訟第一審判決） 東京地裁平成8年9月9日判決
87 離婚等請求事件 最高裁平成8年6月24日第二小法廷判決
88 名の変更許可申立事件 千葉家裁平成8年5月23日審判
89 婚姻無効確認請求事件 福岡地裁平成8年3月�2日判決
90 証明書交付等請求事件（医療法人社団洛和会事件） 京都地裁平成7年9月22日判決
9� 損害賠償請求控訴事件 大阪高裁平成7年7月�8日判決
92 課税処分取消請求事件 東京地裁平成7年6月30日判決
93 嫡出子否認申立事件 名古屋家裁平成7年5月�9日審判
94 損害賠償請求事件（花博ウォーターライド事故損害賠償訴訟第一審判決） 東京地裁平成7年3月29日判決
95 債務不存在確認等請求事件 神戸地裁平成7年3月28日判決
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添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名
96 損害賠償請求事件 大阪地裁平成7年3月3日判決
97 親子関係不存在確認申立事件 名古屋家裁平成7年�月27日審判
98 損害賠償請求事件（高知学芸高校修学旅行事故訴訟判決） 高知地裁平成6年�0月�7日判決
99 面接交渉申立事件 京都家裁平成6年3月3�日審判
�00 特別縁故者への相続財産分与申立事件 名古屋家裁平成6年3月25日審判
�0� カラオケ著作権侵害差止等請求事件 大阪地裁平成6年3月�7日判決
�02 親権者指定申立事件 岐阜家裁平成6年3月9日審判

�03 損害賠償並びに民事訴訟法１９８条２項による返還及び損害賠償請求事件
（日鉄鉱業第１事件（長崎じん肺上告審判決）） 最高裁平成6年2月22日第三小法廷判決

�04 大気汚染物質排出禁止等請求事件（川崎大気汚染公害訴訟第一審判決） 横浜地裁平成6年�月25日判決
�05 立替金請求事件 東京地裁平成6年�月�7日判決
�06 執行判決請求事件 東京地裁平成6年�月�4日判決
�07 入級措置処分取消等請求事件（特殊学級入級処分取消訴訟第一審判決） 旭川地裁平成5年�0月26日判決
�08 損害賠償請求事件（豊田商法国家賠償大阪訴訟第一審判決） 大阪地裁平成5年�0月6日判決
�09 債務不存在確認請求事件 東京地裁平成5年8月26日判決
��0 立木伐採妨害予防請求事件 甲府地裁平成5年8月9日判決
��� 除名無効確認等請求事件 東京地裁平成5年6月24日判決
��2 預託金請求控訴事件 東京高裁平成5年5月3�日判決
��3 株券引渡等請求事件 東京地裁平成5年４月23日判決
��4 文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件 東京高裁平成5年3月3�日判決
��5 不正競争行為差止等請求事件 名古屋地裁平成5年�月29日判決
��6 不作為違法確認等請求事件 大阪地裁平成4年8月26日判決

��7 住居侵入、強盗殺人、現住建造物放火、強盗致傷、窃盗、建造物以外放火等
被告事件 東京高裁平成4年7月29日判決

��8 関税法違反被告事件（東京税関猥褻物輸入事件控訴審判決） 東京高裁平成4年7月�3日判決
��9 損害賠償請求事件（豊田商法国家賠償等請求訴訟判決） 東京地裁平成4年4月22日判決
�20 損害賠償請求事件（河口湖増水訴訟判決） 甲府地裁平成4年4月20日判決
�2� 預託金請求事件 千葉地裁平成4年3月23日判決
�22 外国裁判所判決の執行判決請求控訴事件 大阪高裁平成4年2月25日判決
�23 懲戒処分無効確認、地位確認請求事件 最高裁平成4年�月23日第一小法廷判決

�24 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求事件
（水俣病認定遅延損害賠償請求事件上告審判決） 最高裁平成3年4月26日第二小法廷判決

�25 外国裁判所判決の執行判決請求の訴事件 大阪地裁平成3年3月25日判決
�26 損害賠償請求控訴事件 大阪高裁平成3年2月27日判決
�27 債務不存在確認請求事件 東京地裁平成3年１月29日判決
�28 損害賠償請求事件 東京地裁平成2年�0月23日判決
�29 損害賠償請求事件 名古屋地裁平成2年8月2�日判決
�30 損害賠償請求事件 山口地裁平成�年6月29日判決
�3� 債務不存在確認請求事件 東京地裁平成�年6月�9日中間判決
�32 損害賠償債務等不存在確認請求事件 東京地裁平成�年5月30日中間判決
�33 損害賠償請求事件 東京地裁平成�年3月27日中間判決
�34 家屋明渡等請求事件 最高裁昭和63年�2月20日第三小法廷判決
�35 過誤納金返還請求事件 東京地裁昭和63年�2月20日判決
�36 懲戒処分無効確認、地位確認請求事件 大阪高裁昭和63年9月22日判決
�37 業務上過失致死、同傷害被告事件 福岡高裁昭和63年6月28日判決
�38 損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件（繁藤災害国家賠償請求事件控訴審判決） 高松高裁昭和63年�月22日判決
�39 報酬金等請求事件 東京地裁昭和62年�0月23日中間判決
�40 遺骨引取妨害差止等本訴請求、祭祀主宰者確認反訴請求控訴事件 東京高裁昭和62年�0月8日判決
�4� 所得税更正処分取消請求事件 東京地裁昭和62年9月�6日判決
�42 建物収去土地明渡等請求、所有権移転登記請求、建物収去土地明渡請求事件 東京地裁昭和62年8月28日判決
�43 損害賠償請求事件 名古屋地裁昭和62年8月�4日判決
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判決文における「条理」の意味

�39

添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名
�44 損害賠償請求事件（アビアコ航空機事故損害賠償訴訟中間判決） 東京地裁昭和62年5月8日中間判決
�45 親権者指定申立事件 東京家裁昭和62年4月27日審判
�46 反論文掲載請求事件 最高裁昭和62年4月24日第二小法廷判決
�47 懲戒処分無効確認、地位確認請求事件 京都地裁昭和62年2月�9日判決
�48 行政処分取消請求事件 大阪地裁昭和6�年�0月28日判決
�49 損害賠償請求控訴、附帯控訴事件 札幌高裁昭和6�年9月30日判決
�50 職務執行停止代行者選任仮処分申請事件 東京地裁昭和6�年8月�日決定
�5� 離婚等請求事件 広島地裁昭和6�年�月30日判決
�52 損害賠償請求控訴事件 札幌高裁昭和60年�0月�7日判決
�53 親子関係不存在確認請求事件 大阪地裁昭和60年9月27日判決
�54 ≪データベースに事件名の記載なし≫ 東京高裁昭和60年9月25日判決
�55 損害賠償請求事件 札幌地裁昭和60年7月26日判決
�56 損害賠償請求事件 大阪地裁昭和60年5月24日判決
�57 業務上過失致死、同傷害被告事件 宇都宮地裁昭和60年5月�5日判決
�58 損害賠償請求事件（三室小学校「いじめ」事件第一審判決） 浦和地裁昭和60年4月22日判決
�59 会社取締役辞任確認等請求事件 千葉地裁昭和59年8月3�日判決

�60 行政処分（更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分）取消請
求事件 東京地裁昭和59年7月�9日判決

�6� 離婚請求事件、同反訴請求事件 札幌地裁昭和59年6月26日判決
�62 損害賠償請求事件 東京地裁昭和59年3月27日中間判決
�63 損害賠償請求控訴事件（カネミ油症事件控訴審判決） 福岡高裁昭和59年3月�6日判決
�64 損害賠償請求事件 東京地裁昭和59年2月�5日判決
�65 賃金請求控訴、同附帯控訴事件（日本シェーリング事件） 大阪高裁昭和58年8月3�日判決
�66 損害賠償請求事件 神戸地裁昭和58年3月30日判決
�67 損害賠償請求事件 東京地裁昭和57年9月27日中間判決
�68 国籍確認請求控訴事件（国籍法２条合憲判決の控訴審判決） 東京高裁昭和57年6月23日判決
�69 国籍確認請求控訴事件 東京高裁昭和57年6月23日判決
�70 親子関係不存在確認請求事件 浦和地裁昭和57年5月�4日判決
�7� 遺産分割審判申立事件 長野家裁昭和57年3月�2日審判
�72 損害賠償請求事件（クロロキン薬害訴訟第一審判決） 東京地裁昭和57年2月�日判決
�73 貸金返還請求事件 東京地裁昭和56年��月27日中間判決
�74 株主総会決議取消請求併合事件 東京地裁昭和56年��月24日判決
�75 慰藉料請求事件 札幌地裁昭和56年��月�6日判決
�76 損害賠償請求上告事件 最高裁昭和56年�0月�6日第二小法廷判決
�77 認知無効確認請求事件 東京地裁昭和56年�0月9日判決
�78 認知請求控訴事件 東京高裁昭和56年7月�3日判決
�79 重過失致死被告事件 札幌地裁昭和56年3月30日判決
�80 ≪データベースに事件名の記載なし≫ 大阪地裁昭和56年3月27日判決
�8� 不正競争行為差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 大阪地裁昭和55年7月�5日判決
�82 過失往来危険、業務上過失傷害事件 東京高裁昭和55年5月28日判決
�83 代表役員地位確認等請求事件 最高裁昭和55年4月�0日第一小法廷判決
�84 財産分与審判に対する抗告事件 名古屋高裁昭和55年3月25日決定
�85 従業員地位確認等請求事件（湯浅電池事件） 大阪地裁昭和54年�2月24日判決
�86 損害賠償請求控訴事件 名古屋高裁昭和54年��月�2日判決
�87 婚姻費用分担等申立事件 大阪家裁昭和54年��月5日審判
�88 国家賠償請求事件 長野地裁昭和54年�0月29日判決
�89 管理理美容師設置義務不存在確認等請求事件 東京地裁昭和54年7月20日判決
�90 損害賠償請求事件（静岡スモン訴訟第一審判決） 静岡地裁昭和54年7月�9日判決
�9� 損害賠償請求事件 札幌地裁昭和54年5月�0日判決
�92 相続財産管理人選任事件 大阪家裁昭和54年3月26日審判
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�40

添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名

�93 損害賠償請求、同反訴事件（雫石全日空機・自衛隊機衝突事件民事第一審判
決） 東京地裁昭和53年9月20日判決

�94 損害賠償請求控訴事件 東京高裁昭和53年7月�8日判決
�95 損害賠償請求控訴事件 大阪高裁昭和53年3月30日判決
�96 損害賠償請求事件（カネミ油症事件小倉支部第一審判決） 福岡地裁昭和53年3月�0日判決

�97 反論文掲載請求訴訟事件（サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事
件第一審判決） 東京地裁昭和52年7月�3日判決

�98 名の変更許可申立事件 大阪家裁昭和52年3月3�日審判
�99 離婚等請求事件 甲府地裁昭和5�年�0月29日判決
200 鉱業権設定許可処分取消請求控訴事件 東京高裁昭和5�年4月28日判決
20� 土地所有権持分移転登記等請求事件 東京地裁昭和50年�2月25日判決
202 損害賠償請求上告事件 最高裁昭和50年��月28日第三小法廷判決
203 損害賠償請求事件 山口地裁昭和50年5月26日判決
204 養子縁組許可申立事件 京都家裁昭和50年3月�0日審判
205 財産分与申立事件 大阪家裁昭和50年�月3�日審判
206 親子関係不存在確認請求事件 千葉地裁昭和49年�2月25日判決
207 相続財産処分申立事件 名古屋高裁昭和49年��月30日決定
208 損害賠償請求事件 東京地裁昭和49年7月24日中間判決
209 認知事件 札幌家裁昭和49年7月23日審判
2�0 親子関係不存在確認事件 名古屋家裁昭和49年7月8日審判
2�� 自動車損害賠償責任保険金請求事件 福岡地裁昭和48年�2月�8日判決
2�2 損害賠償請求事件（拓大リンチ死亡損害賠償事件第一審判決） 東京地裁昭和48年8月29日判決
2�3 損害賠償請求控訴事件（芦別国家賠償請求事件控訴審判決） 札幌高裁昭和48年8月�0日判決
2�4 チッソ水俣病補償請求関連傷害事件 東京地裁昭和48年6月6日決定
2�5 損害賠償請求事件 神戸地裁昭和48年4月�0日判決
2�6 保護責任者遺棄、道路交通法違反被告事件 東京地裁昭和48年3月9日判決
2�7 損害賠償請求事件 新潟地裁昭和47年��月30日判決
2�8 所有権移転登記手続請求事件 横浜地裁昭和47年�0月�7日判決
2�9 執行判決請求事件 東京地裁昭和47年5月2日判決
220 住居侵入、公務執行妨害各被告事件（全日自労夕張支部事件控訴審判決） 札幌高裁昭和46年6月7日判決
22� 補償金並に損害賠償請求控訴事件 仙台高裁昭和46年4月28日判決
222 鉱業権設定許可処分取消請求事件 東京地裁昭和46年4月7日判決
223 離婚等請求事件 静岡地裁昭和46年2月�2日判決
224 不作為の違法確認等請求事件 神戸地裁昭和45年9月8日判決
225 損害賠償請求控訴事件（松川国家賠償請求事件） 東京高裁昭和45年8月�日判決
226 扶助料返還請求控訴事件 高松高裁昭和45年4月24日判決
227 地位保全等仮処分申請事件（旭硝子事件） 横浜地裁昭和45年3月23日決定
228 名の変更申立事件 名古屋家裁昭和44年�2月�日審判
229 水利権確認等請求事件 新潟地裁昭和44年9月22日判決
230 雇傭関係存在確認請求事件 東京地裁昭和44年8月�2日判決
23� 法人税申告期限延長承認申請却下処分無効確認請求事件 岡山地裁昭和44年7月24日判決
232 所有権移転登記等請求事件 大阪地裁昭和44年�月23日判決
233 認知請求事件 神戸地裁昭和43年�2月25日判決
234 損失賠償金増額請求控訴事件 東京高裁昭和43年�2月2�日判決
235 謝罪文配付請求事件、謝罪広告反訴請求事件 京都簡裁昭和43年8月26日判決
236 代表役員地位確認等請求事件 静岡地裁昭和43年7月3日判決
237 損害賠償等請求事件 大阪地裁昭和43年�月29日判決
238 損害賠償請求事件 東京地裁昭和42年�0月�7日判決
239 監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入被告事件 高松高裁昭和42年7月�8日判決
240 認知請求事件 横浜地裁昭和4�年�2月22日判決
24� 交通事故による損害賠償請求事件 東京地裁昭和4�年��月�6日判決
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�4�

添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名
242 損害賠償請求訴訟事件 東京地裁昭和4�年3月28日判決
243 遺言無効確認等請求事件 函館地裁昭和4�年3月�0日判決
244 親子関係不存在確認訴訟事件 東京地裁昭和4�年�月�3日判決
245 子の監護に関する審判事件の審判に対する即時抗告事件 東京高裁昭和40年�2月8日決定
246 所得税法違反被告事件 最高裁昭和40年��月��日第一小法廷判決
247 地位保全仮処分申請事件（順天堂病院懲戒解雇事件） 東京地裁昭和40年��月�0日判決
248 親子関係不存在確認事件 東京家裁昭和40年4月�9日審判
249 損害賠償請求事件 大阪地裁昭和40年4月2日判決
250 懲戒処分取消等請求事件（大宮市長事件） 浦和地裁昭和40年3月24日判決
25� 所得税法違反被告事件 札幌高裁昭和39年�2月�0日判決
252 親子関係不存在確認請求事件 大阪地裁昭和39年�0月9日判決
253 所得税法および法人税法違反被告事件 最高裁昭和39年9月�7日第一小法廷判決
254 労働委員会命令取消請求上告事件（青山信愛会事件） 最高裁昭和39年8月4日第三小法廷判決
255 所得税法違反被告事件 最高裁昭和39年6月30日第三小法廷判決
256 賃金請求事件（丸島水門ロック・アウト事件） 大阪地裁昭和39年5月�6日判決
257 認知請求事件 大阪地裁昭和39年3月�7日判決
258 建物収去土地明渡請求控訴事件 東京高裁昭和39年3月�6日判決
259 離婚請求事件 東京地裁昭和38年9月6日判決
260 遺産分割事件 仙台家裁昭和38年5月�日審判
26� 離婚請求訴訟事件 横浜地裁昭和38年4月26日判決
262 業務上過失傷害同致死被告事件 最高裁昭和37年�2月28日第二小法廷決定
263 認知請求事件 東京地裁昭和37年�0月25日判決
264 養子縁組許可申立事件 大阪家裁昭和37年8月22日審判
265 所得税法違反被告事件 最高裁昭和37年6月29日判決
266 認知請求調停事件 浦和家裁昭和37年6月5日審判
267 土地売戻請求控訴事件 山口地裁昭和37年3月20日判決
268 法人税法違反被告事件 東京地裁昭和36年�2月27日判決
269 後見人選任申立事件 浦和家裁昭和36年8月3�日審判
270 窃盗被告事件 名古屋高裁昭和36年5月�6日判決
27� 所得税法違反被告事件 広島高裁昭和36年4月28日判決
272 物品引渡等請求事件 福岡地裁昭和36年3月23日判決
273 傷害被告事件（人世坐争議事件） 東京地裁昭和昭和36年�月�6日判決
274 損害賠償請求上告事件 最高裁昭和35年�0月�0日大法廷判決
275 懲戒処分取消同承認取消請求控訴事件 東京高裁昭和35年9月2�日判決
276 相続限定承認申述事件 神戸家裁昭和35年9月�4日審判
277 物件引渡請求事件 神戸地裁昭和34年�0月6日判決
278 認知無効確認調停事件 宇都宮家裁昭和34年8月�0日審判
279 外国人登録法違反被告事件 東京高裁昭和34年8月8日判決
280 道路交通取締法違反被告事件 東京高裁昭和34年6月�6日判決
28� 所得税法違反被告事件（「共栄企業組合事件」控訴審判決） 福岡高裁昭和34年3月3�日判決
282 業務上過失傷害被告事件 名古屋高裁昭和34年3月30日判決
283 農地買収処分無効確認請求事件 金沢地裁昭和34年3月20日判決
284 損害賠償請求事件 東京地裁昭和33年9月27日判決
285 所得税法違反被告事件 広島地裁昭和33年9月�日判決
286 離婚請求事件 東京地裁昭和33年8月�2日判決
287 仮処分異議申立事件（旭川小型タクシー労組除名事件） 旭川地裁昭和33年3月28日判決
288 離婚請求事件 福岡地裁昭和33年�月�4日判決
289 離婚請求事件 東京高裁昭和32年��月30日判決
290 レコード使用禁止等請求事件 札幌地裁昭和32年��月29日判決
29� 業務上過失致死傷等被告事件 大阪高裁昭和32年3月30日判決
292 損害賠償請求事件 東京地裁昭和32年3月22日判決
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添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名
293 所得税法違反被告事件 福岡地裁昭和32年2月4日判決
294 詐欺被告事件 東京高裁昭和3�年�2月27日判決
295 認知無効確認調停事件 熊本家裁昭和3�年�2月24日審判
296 離婚請求事件 名古屋地裁昭和3�年��月28日判決
297 離婚事件 大阪地裁昭和3�年��月27日判決
298 仮処分申請事件（新潟精神病院争議事件） 新潟地裁昭和3�年8月�0日決定
299 不当利得金等請求控訴事件 甲府地裁昭和3�年5月29日判決
300 免職処分取消請求事件 大津地裁昭和3�年5月�5日判決
30� 損害賠償請求事件 東京地裁昭和30年�2月2�日判決
302 離婚請求事件 神戸地裁昭和30年�2月�9日判決
303 離婚請求事件 広島地裁昭和30年9月23日判決
304 業務上過失傷害業務上過失致死被告事件 福岡高裁昭和30年8月30日判決
305 所得税審査決定等取消請求事件 熊本地裁昭和30年4月�2日判決
306 教育公務員懲戒処分取消請求事件 東京地裁昭和29年8月30日判決
307 免職処分取消等請求事件 福島地裁昭和29年6月�8日判決
308 ≪データベースに事件名の記載なし≫ 東京家裁昭和29年5月3�日審判
309 離婚請求事件 名古屋地裁昭和29年5月29日判決
3�0 公職選挙法違反被告事件 東京高裁昭和29年5月�3日判決
3�� 損害賠償請求事件 岐阜地裁昭和29年2月��日判決
3�2 行政処分取消請求事件（和歌山労災保険審査会給付制限決定取消事件） 和歌山地裁昭和28年3月�6日判決
3�3 銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件 仙台高裁昭和27年�2月27日決定
3�4 窃盗被告事件 仙台高裁昭和27年3月�4日判決
3�5 威力業務妨害傷害占領目的阻害行為処罰令違反被告事件 旭川地裁昭和27年3月�0日判決
3�6 業務上過失致死被告事件 大阪高裁昭和26年�2月�0日判決
3�7 国有地売渡決定取消請求事件 松山地裁昭和26年4月26日判決
3�8 地方税県民税額変更請求事件 徳島地裁昭和26年3月�4日判決
3�9 損害賠償請求事件 東京地裁昭和26年3月�日判決
320 行政処分取消請求事件 長崎地裁昭和26年�月30日判決
32� 不動産取得税賦課決定取消請求事件 徳島地裁昭和25年��月8日判決
322 損害賠償請求事件 前橋地裁昭和25年8月24日判決
323 建物所有権確認債務不存在確認及損害賠償事件並に同上反訴事件 東京地裁昭和25年8月�0日判決
324 町会議員除名議決取消請求事件 福島地裁昭和25年4月2�日判決
325 町議会議決執行停止仮処分申請事件 金沢地裁昭和24年��月28日決定
326 毒物劇物営業取締法違反並業務上過失致死被告事件 東京高裁昭和24年�0月�4日判決
327 業務上過失致死有毒飲食物等取締令違反被告事件 最高裁昭和24年7月23日第二小法廷判決
328 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件（旭化成工業事件） 宮崎地裁昭和24年7月20日判決
329 脅迫被告事件 最高裁昭和24年5月�8日大法廷判決
330 利得金償還請求事件 大審院昭和�4年�0月26日判決
33� 賃料請求事件 大審院昭和�2年�2月28日判決
332 業務上過失傷害業務上過失汽車転覆被告事件 大審院昭和9年6月22日判決
333 衆議員議員選挙法違反被告事件 大審院昭和5年7月4日判決
334 養子縁組無効確定請求事件 大審院昭和2年7月7日判決
335 業務上過失死傷業務上過失汽車破壊被告事件 大審院大正�4年2月25日判決
336 損害賠償請求反訴事件 大審院大正�2年�月27日判決
337 業務上過失致死ノ件 大審院大正7年4月�0日判決
338 ≪データベースに事件名の記載なし≫ 大阪控訴院大正6年9月�2日判決
339 貸金請求ノ件 大審院大正4年5月��日判決
340 土地明渡請求ノ件 大審院明治45年7月8日判決
34� ≪データベースに事件名の記載なし≫ 東京控訴院明治45年5月20日判決
342 賃借地増価額請求ノ件 大審院明治45年�月20日判決
343 償還金請求ノ件 大審院明治43年��月�4日判決

7



判決文における「条理」の意味

�43

添付資料　（判例番号対応表−その　）
判例番号 事件名 判決年月日、裁判所名
344 料金増額請求ノ件 大審院明治42年3月26日判決
345 船舶救助報酬請求ノ件 大審院明治40年7月4日判決
346 損害要償ノ件 大審院明治37年6月24日判決
347 水車用水使用差止請求ノ件 大審院明治3�年��月�8日判決
348 水利妨害除去ノ件 大審院明治29年�0月7日判決
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